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平成 28年 12 月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災は、木造住宅の密集地である市

街地から出火し、冬場にもかかわらずフェーン現象による乾燥した南からの強風にあお

られて、大規模火災となり、約 4 万㎡を焼失し負傷者 17 名、焼失家屋 147 棟となる甚

大な災害となりました。

まずは本災害により被害にあった皆様方に心からお見舞い申し上げるとともに、糸魚

川市、新潟県をはじめとする関係各位の御尽力に改めて感謝申し上げます。

環境省では発災当初から災害廃棄物処理の見識を持つ技術専門家（D.Waste-Net 等）

の協力を得ると共に、新潟事務所の職員を現地に派遣し、災害廃棄物処理に関する様々

な支援を行いました。

新潟県及び糸魚川市においては、中越地震等過去の災害の経験を活かし、初動対応を

行ったことで、仮置場の設置など順調な災害廃棄物処理対応を実現することとなりまし

た。

また、大気中や建築物のアスベスト調査を迅速に行い、思い出の品探しも行うことで、

環境や被災者の方々に配慮した災害廃棄物処理対応となりました。

その結果、災害廃棄物処理については、平成 29 年度内をもって終了しました。本災

害によって発生した災害廃棄物は約 20,500 トンであり、火災により発生した災害廃棄

物であるため、通常発生する水害や地震時の災害廃棄物と性状が異なり、資源化等の処

理についても特徴的なものとなりました。

今回の災害廃棄物処理においては、一般的には処理が困難とされる火災による各種廃

棄物を、どのように処理するかという点において、多くの教訓を得ることができました。

このことから、本災害の経験や教訓を今後の災害廃棄物処理業務に生かすべく、記録誌

としてとりまとめを行いました。本記録誌の作成に当たっては、事実関係等の収集・整

理にとどまらず、本災害によって得られた知見や今後の教訓・課題等についても分析を

行いました。

全国の地方自治体等の関係各機関においては、いつどこで発生するか予測できない災

害への備えや、発災後の早期復興等に対して、本記録が一助になれば幸いです。

平成 30年 3 月 環境省関東地方環境事務所長

笠井 俊彦





平成 28 年 12 月 22 日に発生した糸魚川市大規模火災で焼損した一帯は、糸魚川駅の

北側で、主に昭和初期に建造された雁木造の商店街や木造住宅の密集地域であったこと

に加えて、フェーン現象による乾燥した南からの強風にあおられ、火元から約 300 メー

トル離れた日本海沿岸までの約 4万㎡を焼失した大規模火災であり、被害建築物も 147

棟にのぼりました。本災害で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

災害廃棄物処理事業は、発災から約 11 カ月後の平成 29 年 11 月にすべて完了させる

ことができました。これは環境省をはじめ国土交通省や新潟県、県内外の地方公共団体、

一部事務組合、民間事業者や関係団体、さらに地元自治会など多くの皆様からのご支援、

ご協力の賜物であり、厚くお礼申し上げます。

糸魚川市としましても今回の災害廃棄物処理事業で得られた経験や知見、課題と教訓

は、非常に価値のあるものと認識するとともに、次の災害への「備え」として全国の皆

様と共有すべきと考えているところです。

今回被災した古い建物が連担する地域においては、雪国であることから、災害廃棄物

処理に降雪への対応や、廃棄物の発生量が通常と異なり予想困難となることなど、多く

の課題が発生しました。

また、資源物を可能な限り分別処理することで、必要経費を削減することが可能であ

ります。幸い当市内にセメント会社 2 社を持つという地区特性により、木質部分を資源

化でき、処理費用や処理日数を減らすことができました。災害時の対応をスムーズにさ

せるためにも、平常時において廃棄物の資源化を恒常的に進めて行く事が必要と感じま

した。

災害に強いまちづくりをめざし、国石ヒスイのようにカタイ絆で力を合わせて大火か

ら復興し、被災者の笑顔とまちのにぎわいをよみがえらせるとともに、歴史ある街道沿

いの街なみに人々が集い笑顔で行き交う、歩きたくなるまちの姿を表現した「カタイ絆

で よみがえる 笑顔の街道 糸魚川」を目標に、糸魚川市は復興を目指しています。

最後に、本記録の編集、発刊に御尽力いただきました環境省関東地方環境事務所や関

係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

平成 30年 3 月 新潟県糸魚川市長

米田 徹
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第１章 災害廃棄物処理の全体像

第１節 被害状況

（１）災害の概要

平成 28 年 12 月 22 日に発生した糸魚川市大規模火災※1で焼損した被災地は、市街地中心

部の糸魚川駅から北側に位置している。

被災地は主に昭和初期に建造された雁木造※2 の商店街や木造住宅の密集地域であった。

発災当日は冬場としては珍しいフェーン現象による乾燥した南からの強風にあおられ、火

元から約300メートル離れた日本海沿岸までの約40,000m2を焼失した大規模火災となった。

被害建築物は 147 棟にのぼり甚大な被害が発生した。

※1 「平成 29 年度版 消防白書（平成 29 年 12 月）総務省消防庁 特集 2 糸魚川市大規模火災を踏まえた

今後の消防のあり方（http://www.fdma.go.jp/html/hakusho/h29/h29/index.html）」に基づき、本災

害を「糸魚川市大規模火災」と呼称する。

※2 雪よけの屋根のこと。商店等の軒からひさしを長く差し出して造り、その下を通路とした設備となっ

ている。

出典 糸魚川市（編集）

図 1-1-(1)-1 糸魚川市の位置図

糸魚川市
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写真 1-1-(1)-1 消火活動の状況

出典 糸魚川市 HP

写真 1-1-(1)-2 被災状況（本町通り）

出典 糸魚川市駅北大火～1年の記録～（2018 年 2 月）糸魚川市
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写真 1-1-(1)-3 高所からの様子

出典 糸魚川市駅北大火～1年の記録～（2018 年 2 月）糸魚川市

写真 1-1-(1)-4 被災エリア（発災前と発災後）

出典 eまっぷいといがわ（編集）

発災前

被災エリア 被災エリア
日本海 日本海

火元

発災後

糸魚川駅方面 糸魚川駅方面

火元
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（２）自然災害の該当性

平成 28 年 12 月 22 日 10 時 20 分頃、ラーメン店 1 階の厨房より出火した。当時の糸魚

川地域は南からの山越えの強風、いわゆる「フェーン現象」の状況（図 1-1-(2)-1 参照）

にあった。気温は 20℃程度、湿度は 40％程度に乾燥し、風速は 22 日正午過ぎに最大瞬間

風速 24.2 メートルを観測した（図 1-1-(2)-2 参照）。この状態が火災の鎮圧状態となった

22 日 21 時頃まで長時間にわたって続いたことが、延焼の拡大した要因となった。

木造住宅の密集地域で路地が狭く、消火活動が困難であったこともあるが、想定された

消火能力をはるかに超える異常な自然現象による大火が本災害の実態であった。

平成 28 年 12 月 30 日の自民党本部で行われた災害対策特別委員会・総務部会合同会議に

より、政府は本大火を自然災害と認定し、新潟県が被災者生活再建支援法を適用した。ま

た、本大火は被災者生活再建支援法（平成 10 年法律第 66 号）第 2 条第 1 号に基づく「そ

の他の異常な自然現象」と位置付けられた。

出典 糸魚川大火の自然災害該当性（その１）（平成 28 年 12 月 26 日）新潟県廃棄物対策課（編集）

図 1-1-(2)-1 フェーン現象

出典 eまっぷいといがわ（編集）

日本海

火元

被災エリア

22 日の
最大瞬間風速

24.2m
(山越えの強風)

南風

フェーン現象
【標高 2,000m の山の場合】

雨が降る

風上
25℃

頂上
13℃

風下
33℃

100m あたり

気温が 0.6℃下がる
100m あたり

気温が 1℃上がる

2,000m
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図 1-1-(2)-2 糸魚川市の気温・風向・風速・湿度（平成 28 年 12 月 22 日～23日）

出典 糸魚川大火の自然災害該当性（その１）（平成 28 年 12 月 26 日）新潟県廃棄物対策課

（３）被災エリアのブロック分け

被災エリアでは、強風の影響により風下の日本海側の建物に飛び火する等、延焼範囲が

拡大した。火元周辺は燃え残りが多く、日本海側ほど焼損が激しい状況となった。

災害廃棄物処理は図 1-1-(3)-1 のとおり、被災エリアを 5 つのブロックに分けて実施し

た。写真 1-1-(3)-1～写真 1-1-(3)-5 に各ブロックの被災状況を示す。
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図 1-1-(3)-1 被災エリアのブロック分け（災害時に作成）

出典 糸魚川市

【凡例】

① ：1 ブロック、② ：2 ブロック、③ ：3 ブロック、

④ ：4 ブロック、⑤ ：5 ブロック
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写真 1-1-(3)-1 1 ブロックの被災状況

写真 1-1-(3)-2 2 ブロックの被災状況
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写真 1-1-(3)-3 3 ブロックの被災状況（土壁構造の被災建物）

写真 1-1-(3)-4 4 ブロックの被災状況
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写真 1-1-(3)-5 5 ブロックの被災状況（火元）

（４）人的被害

負傷者：17 名（一般 2 名（軽症 2 名）、消防団員 15 名（中等症 1 名、軽症 14 名））

出典 糸魚川市駅北大火～1年の記録～（2018 年 2 月）糸魚川市

（５）建物被害

①建物被害概要

焼損棟数：147棟（全焼120棟、半焼5棟、部分焼22棟）

延床面積：約38,849m2
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②ブロック別の建物被害

1ブロック：焼損棟数 19棟（木造14棟、非木造5棟）

延床面積 約4,944m2（木造約3,423m2、非木造約1,521m2）

2ブロック：焼損棟数 36棟（木造31棟、非木造5棟）

延床面積 約6,870m2（木造約4,694m2、非木造約2,176m2）

3ブロック：焼損棟数 28棟（木造23棟、非木造5棟）

延床面積 約9,041m2（木造約6,880m2、非木造約2,161m2）

4ブロック：焼損棟数 33棟（木造26棟、非木造7棟）

延床面積 約10,964m2（木造約8,637m2、非木造約2,327m2）

5ブロック：焼損棟数 31棟（木造28棟、非木造3棟）

延床面積 約7,031m2（木造約4,282m2、非木造約2,749m2）

全ブロック合計：焼損棟数 147棟（木造122棟、非木造25棟）

延床面積 約38,849m2（木造約27,916m2、非木造約10,933m2）

表1-1-(5)-1 ブロック別の建物被害詳細

※住家：住宅、併用住宅

非住家：空き家、物置、倉庫、料亭、店舗、事務所、付属家、車庫、飲食店

木造・RC 造の混構造は非木造に計上した（1ブロック：2棟、2ブロック：2棟、4ブロック：1棟）

全焼 半焼 部分焼 合計 全焼 半焼 部分焼 合計

住家 11 0 0 11 2,148.32 住家 14 0 2 16 6,829.94

非住家 2 0 1 3 1,274.95 非住家 9 0 1 10 1,806.66

①合計 13 0 1 14 3,423.27 ④合計 23 0 3 26 8,636.60

住家 3 0 0 3 1,305.99 住家 2 1 0 3 825.70

非住家 1 0 1 2 214.66 非住家 0 1 3 4 1,501.63

①'合計 4 0 1 5 1,520.65 ④'合計 2 2 3 7 2,327.33

17 0 2 19 4,943.92 25 2 6 33 10,963.93

住家 19 0 2 21 3,184.11 住家 16 1 1 18 3,059.05

非住家 10 0 0 10 1,509.77 非住家 9 0 1 10 1,222.41

②合計 29 0 2 31 4,693.88 ⑤合計 25 1 2 28 4,281.46

住家 3 0 1 4 1,888.48 住家 0 1 0 1 201.92

非住家 1 0 0 1 287.20 非住家 1 0 1 2 2,547.32

②'合計 4 0 1 5 2,175.68 ⑤'合計 1 1 1 3 2,749.24

33 0 3 36 6,869.56 26 2 3 31 7,030.70

住家 17 0 5 22 6,862.98 住家 77 1 10 88 22,084

非住家 0 0 1 1 17.35 非住家 30 0 4 34 5,831

③合計 17 0 6 23 6,880.33 ⑥合計 107 1 14 122 27,915.54

住家 0 0 0 0 0 住家 8 2 1 11 4,222

非住家 2 1 2 5 2,160.50 非住家 5 2 7 14 6,711

③'合計 2 1 2 5 2,160.50 ⑥'合計 13 4 8 25 10,933.40

19 1 8 28 9,040.83 120 5 22 147 38,848.94

全
ブ
ロ

ッ
ク
合
計

木造

非木造

合計（⑥+⑥'）

ﾌﾞﾛｯｸ 建物構造等

3

木造

非木造

合計（③+③'）

合計（①+①'）

1

2

木造

非木造

合計（②+②'）

4

木造

非木造

合計（④+④'）

木造

非木造

5

木造

非木造

合計（⑤+⑤'）

焼損棟数（棟） 延床面積

（m2）

焼損棟数（棟） 延床面積

（m2）
ﾌﾞﾛｯｸ 建物構造等
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第２節 災害廃棄物処理の流れ

（１）実施体制

①糸魚川市の実施体制

糸魚川市市民部環境生活課（以下、環境生活課）では平時から 10 名程度の職員が廃棄物

行政に携わっており、災害廃棄物処理は表 1-2-(1)-1 のとおり、当該職員が主体となって

実施した。また、表 1-2-(1)-2及び表 1-2-(1)-3の庁内他組織との連携・応援により、災

害廃棄物処理を推進することができた。なお、庁内他組織からの応援は 1 日ごとの交代制

とした。

表 1-2-(1)-1 災害廃棄物処理に係る主な組織と役割

環境生活課の組織 役割

環境係 ・災害廃棄物処理業務全般

市民生活係 ・環境係の事務応援

清掃センター

（衛生施設係）

・仮置場の整備・運用・管理

・災害廃棄物の中間処理及び最終処分方法の調整、事務

・可燃物受入

表 1-2-(1)-2 災害廃棄物処理に係る他組織との連携

組織 連携した業務内容

建設課

・災害廃棄物撤去に係る発注支援

・災害廃棄物撤去作業の技術的支援

・現場立会い 等

総務課 ・進捗状況の整理

企画財政課 ・発注方法等の協議

復興推進課 ・住民説明会等の対応

福祉事務所 ・思い出の品対応のための糸魚川市社会福祉協議会との調整

ガス水道局 ・災害廃棄物撤去作業に係る上下水道及びガス管の撤去

表 1-2-(1)-3 災害廃棄物処理に係る他組織からの応援

応援元 人数 期間 従事した業務内容

庁内全部署 延べ 88名 22 日
・災害廃棄物の撤去

・住民立会い対応

庁内技術系部署 1名 11日
・災害廃棄物の撤去

・技術的アドバイス
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☑「環境生活課の初動対応」

発災当日、糸魚川駅北で火災が発生したとの情報が入り、本庁舎からは被災地から

発生する煙や炎が見えた。災害時は市民部市民課が避難所開設の担当をするため、環境

生活課は避難誘導や避難所でのペット対応、救援物資の仕分け、避難者対応等の応援を

行った。被災地が鎮火し、避難所対応が一段落した後、本格的に災害廃棄物対応に着手

した。

☑「年末年始の体制」

年末は環境生活課の職員は全員登庁していたが、業務状況を考慮して三が日は交代制

で対応することとした。

②協力・支援体制

災害廃棄物処理の実施体制を図 1-2-(1)-1 に示す。処理主体は環境生活課であり、環境

省や新潟県、D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネットワーク）の支援を受けて処理の実施

体制を構築した。

仮置場については、1 級河川姫川河川敷を候補地としたため、国土交通省等と協議を行い、

生活環境保全上の支障が生じない対応が可能と判断し、設置を決めた。仮置場の整備・撤

去は市内建設業者へ委託した。また、仮置場の運営及び仮置場における災害廃棄物の分別・

積替え作業は、新潟県建設業協会糸魚川支部（以下、県建設業協会）へ委託した。

災害廃棄物の撤去は市建設業協会、燃え殻のアスベスト等の分析は（一財）上越環境科

学センターへ委託をした。災害廃棄物は、市内または県内の処理施設で再生利用、炭化処

理、埋立処分を行った。

思い出の品の回収等は県建設業協会及び糸魚川市社会福祉協議会を中心に運営された糸

魚川市地域たすけあいボランティアセンター（以下、ボランティア）と連携して対応した。
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（２）災害廃棄物処理フロー

災害廃棄物の処理フローを図 1-2-(2)-1に示す。可燃物は糸魚川市清掃センター（以下、

清掃センター）の炭化施設で炭化処理を行った。木くずは市内セメント工場でバイオマス

発電燃料としてサーマルリサイクルを行い、発生した主灰及び飛灰はセメント原料として

利用した。コンクリートがらは市内再生工場が再資源化、金属くずは市内一般廃棄物処理

業者が保管・運搬を行い、市外で再資源化を行った。混合残さは仮置場で保管・選別を行

い、燃え殻は県内最終処分場で埋立処分、その他の選別された廃棄物は各処理施設で処理

を行った。

また、被災家電の多くは焼損が激しく、家電リサイクル法に基づくリサイクルが見込め

ない状態であったため、金属くずとして再生利用を行った。処理困難物は市内一般廃棄物

処理業者で処理を行った。
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※1 被災家電の多くは焼損が激しく、家電リサイクル法に基づくリサイクルが見込めない状態であった

ため、金属くずとして再生利用

※2 処理困難物：消火器、廃タイヤ

図 1-2-(2)-1 災害廃棄物処理フロー

【処理施設】【被災現場】

市内一般廃棄物処理業者
・㈱大月
⇒金属くず：842.02t
消火器：23 本
廃タイヤ：52 本

市内セメント工場
・明星ｾﾒﾝﾄ㈱糸魚川工場
⇒316.04t

・デンカ㈱青梅工場
（カネヨ運輸㈱：中間処理）
⇒151.52t

市内再生工場
・笠原建設㈱⇒5,984.77t
・㈱木島組⇒5,193.78t

糸魚川市清掃センター
⇒77.09t

県内最終処分場
・エコパークいずもざき
⇒1,988.82t

・中越環境開発㈱
⇒6,007.86t

可燃物

木くず

コンクリートがら

金属くず※1

処理困難物※2

混合残さ

【仮置場：保管・選別】

可燃物

木くず

燃え殻

金属くず※1

処理困難物※2

コンクリートがら
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（３）災害廃棄物処理のスケジュール

①時期区分の設定

災害廃棄物処理のスケジュールを表 1-2-(3)-1 のとおり、3 つの時期に区分した。初動期

は実施体制の構築等、応急対応期はがれき撤去作業の開始から仮置場整備の完了まで、復

旧・復興期は仮置場運営の開始から災害廃棄物処理の完了までとした。

表 1-2-(3)-1 時期区分の設定

時期区分 内容 期間

初動期 実施体制の構築等
平成 28年 12月 22日～

平成 29年 1月 5日

応急対応期
がれき撤去作業の開始～

仮置場整備の完了

平成 29年 1月 6日～

平成 29年 2月 7日

復旧・復興期
仮置場運営の開始～

災害廃棄物処理の完了

平成 29年 2月 8日～

平成 29年 11月 10日

②主なスケジュール

災害廃棄物処理の主なスケジュールを表 1-2-(3)-2に示す。

ア 初動期

仮置場について、発災直後に候補地の選定を行った。また、平成 28 年 12 月 27 日～12

月 28 日に関係機関等との協議、平成 28 年 12 月 30 日に整備・運営・撤去の発注準備を行

った。

災害廃棄物の撤去について、平成 28 年 12 月 27 日に広報・周知を行った。また、平成

28 年 12 月 27 日に相談窓口設置、平成 28 年 12 月 29 日に撤去申請受付を開始した。

災害廃棄物の処理について、平成 28 年 12 月 24 日に可燃物の処理を開始した。

イ 応急対応期

仮置場について、平成 29 年 1 月 21 日～2 月 7 日に整備を行った。

災害廃棄物の撤去について、平成 29 年 1 月 6 日にがれき撤去作業を開始した。また、平

成 29 年 1 月 20 日に相談窓口設置を完了、平成 29 年 1 月 22 日に罹災証明受付・発行を開

始した。

災害廃棄物の処理について、平成 29 年 1 月 6 日に金属くず、平成 29 年 1 月 18 日に木

くずの処理を開始した。

ウ 復旧・復興期

仮置場について、平成 29 年 2 月 8 日～4 月 1 日に運営（保管・選別・搬出等）を行った。

また、平成 29 年 4 月 2 日～4 月 25 日に原状復旧を行った。

災害廃棄物の撤去について、平成 29 年 5 月 1 日にがれき撤去作業を完了した。また、平

成 29 年 6 月 29 日～11 月 10 日に基礎撤去作業を行った。平成 29 年 6 月 30 日に撤去申請

受付、平成 29 年 11 月 10 日に罹災証明書受付・発行を完了した。

災害廃棄物の処理について、平成 29 年 2 月 8 日～11 月 10 日にコンクリートがら、平成

29 年 2 月 13 日～9 月 27 日に燃え殻の処理を行った。また、平成 29 年 7 月 20 日に可燃物、

平成 29 年 9 月 7 日に木くず、平成 29 年 11 月 10 日に金属くずの処理を完了した。
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目
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H
2
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H
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1
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（４）関係機関の主な対応

災害廃棄物処理に係る糸魚川市、新潟県、国（環境省）の主な対応を表 1-2-(4)-1～表

1-2-(4)-3に示す。

表 1-2-(4)-1 糸魚川市の主な対応

年月日 対応内容

平

成

2

8

年

12月 22日
災害対策本部の設置及び補正予算等の検討

避難所の開設

12月 24日 可燃物の処理開始（7月 20 日まで）

12月 27日

市議会が、がれき撤去・処理費用 1億 5千万円を含む補正予算を可決

住民説明会の開催（災害廃棄物の撤去について説明）

仮置場設置に係る協議・説明：国土交通省

12月 28日

仮置場設置に係る協議・説明：

内水面漁業協同組合、 新潟海上保安部、上越漁業協同組合、上刈区長

災害廃棄物処理に係る協議：

市建設業協会、市内セメント業者（12月 29日、12月 30 日も実施）

12月 29日
仮置場設置に係る協議・説明：寺島区長

思い出の品探しの開始

12月 30日
災害廃棄物撤去申込書と同意書の配布開始

市長が災害対策特別委員会・総務部会合同会議に出席

平

成

2

9

年

1月 6日 金属くずの処理開始（11 月 10 日まで）

1 月 12日 市議会で住民負担を原則ゼロにすることを表明

1月 18日 木くずの処理開始（9月 7日まで）

1 月 20日 市議会が、がれき撤去・処理費用 4億円を含む追加の補正予算を可決

1月 21日 仮置場の整備を開始（2月 7日完了）

2 月 8日
仮置場の運営開始

コンクリートがらの処理開始（11 月 10日まで）

2 月 13日
燃え殻の処理開始（9月 27 日まで）

エコパークいずもざきで燃え殻の埋立処分を開始（3月 10 日まで）

2 月 27日 中越環境開発(株)で燃え殻の埋立処分を開始（9月 27 日まで）

3 月 25日 仮置場への災害廃棄物の搬入を完了

4月 1日 仮置場からの災害廃棄物の搬出を完了

4月 25日 仮置場の原状復旧

5月 1日 がれき撤去作業の完了

5月 17日 市議会が、がれき撤去・処理費用1億5.6千万円を含む追加の補正予算を可決

6月 29日 基礎撤去作業の開始（11月 10 日まで）

11月 22日 中川環境大臣へ災害等廃棄物処理事業の報告

12月 4日 災害査定の実施（12 月 6日まで）

■初動期 ■応急対応期 ■復旧・復興期
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表 1-2-(4)-2 新潟県の主な対応

年月日 対応内容

平

成

2

8

年

12月 22日
災害対策本部の設置及び災害救助法を適用

知事が現地視察

12月 24日 被災者生活再建支援チームの先遣隊を派遣

12月 25日 燃え殻の埋立処分について、エコパークいずもざきと受入調整

12月 26日

「糸魚川大火の自然災害該当性」について検討・書類作成

被災者生活再建支援チームを派遣（廃棄物処理担当は 12月 28 日まで）

燃え殻の埋立処分について、中越環境開発(株)と受入調整

12月 27日
被災地周辺における大気中のアスベスト調査を実施

平成 29年 3月 24日まで計 7回実施

12月 28日 財政上の支援に係る要望書を知事・市長の連名で提出

12月 31日 知事が現地視察

平

成

2

9

年

1月 7日
糸魚川市と連携して、建築物のアスベスト調査を実施

計 2回実施（2 回目：1月 10 日）

1 月 11日 知事が現地視察及び意見交換

2月 8日
産業廃棄物処理施設（市内再生工場）での一般廃棄物処理について、

特例届出を受理

2月 10日
仮置場における大気中のアスベスト調査を実施

計 2回実施（2 回目：3月 24 日）

12 月 4日 災害査定の実施（12 月 6日まで）

■初動期 ■応急対応期 ■復旧・復興期
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表 1-2-(4)-3 国（環境省）の主な対応

年月日 対応内容

平

成

2

8

年

12月 22日 糸魚川市を所管する関東地方環境事務所に情報収集を指示

12月 23日
D.Waste-Net メンバーの専門家に、

火災で発生した廃棄物の処理に関する実例や留意事項等をヒアリング

12月 25日 関東地方環境事務所に職員の現地派遣の準備を指示

12月 26日
関東地方環境事務所新潟事務所職員（以下、新潟事務所職員）を現地に派遣

技術的助言、国庫補助事業を見据えた指示を実施

12月 28日 政府調査団に担当官を派遣し、現場を調査

12月 30日

自民党災害対策特別委員会・総務部会合同会議を開催

防災担当大臣より、 被災者生活再建支援法適用の発表

自然災害と認定されたことを受け、

伊藤環境副大臣が災害廃棄物処理に対する財政支援を行う旨を表明

12月 31日

自民党災害対策調査団が市対策本部を訪問、現地視察

補助対象の決定を受け、

新潟事務所職員を糸魚川市に派遣し、技術的助言及び情報収集を実施

平

成

2

9

年

1月 5日

伊藤環境副大臣が現地視察（市長との面会、被災現場及び仮置場の現地調査）

環境本省職員及び新潟事務所職員を現地に派遣し、事務処理に係る助言を

実施

1月 6日
自民党災害対策特別委員会・総務部会合同会議において、

伊藤環境副大臣から現地調査について報告

1月 11日
安倍総理大臣を団長とする政府調査団が現地視察、意見交換を実施

（廃棄物・リサイクル対策部長及び担当課長が同行）

1月 16日
仮置場の整備等について、

関東地方環境事務所新潟事務所を中心に技術的助言を実施

1月 26日 補助金の適用に係る通知の発出

2月 13日 新潟事務所職員が県及び市の担当者に対して災害報告書について助言

3月 28日 伊藤環境副大臣が現地調査（市長及び副知事と意見交換、仮置場の現地調査）

12 月 4日 災害査定の実施（12 月 6日まで）

■初動期 ■応急対応期 ■復旧・復興期

写真 1-2-(4)-1 伊藤環境副大臣による仮置場予定地の現地視察（平成 29年 1月 5 日）
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第２章 災害廃棄物処理

第１節 初動期（発災～平成 29 年 1 月 5 日）

（１）被災者への対応及び情報発信、支援活動

①生活ごみの対応

平成 28 年 12 月 23 日～25 日の土日祝日は、廃棄物処理関連の問い合わせ対応のため、

環境生活課（本庁及び清掃センター）職員は登庁して待機した。

平成 28 年 12 月 24 日には、被災者から避難していた間に排出できなかった生活ごみの対

応について問い合わせがあったため、持ち込みにより、資源ごみは市内一般廃棄物処理業

者が無料で引き取り、可燃物は清掃センターで休日も引き取る旨を説明した。平成 28 年 12

月 26 日には生活ごみの収集について問い合わせがあり、糸魚川市 HP により通常の生活ご

み収集を行うことを周知した。

②被災家屋の災害廃棄物撤去に係る同意書等

平成 28 年 12 月 27 日に糸魚川市で開催した住民説明会において、環境生活課は木造住宅

のうち、災害廃棄物処理の実施に所有者の同意が得られた家屋については、糸魚川市がそ

の処理を実施することや、非木造住宅を処理する場合は糸魚川市の補助事業により処理す

ることを説明した。また、同日から糸魚川市が一斉撤去することへの同意書の受理を開始

した。

糸魚川市は平成 28 年 12 月 29 日～12 月 31 日の期間に被災者の避難先を訪問し、被災者

の生活再建に向けた支援金及び見舞金の給付を行った。この給付に合わせて、環境生活課

は「被災家屋等のがれき処理申込書兼同意書」（添付資料 14 参照）を配布した。

☑「被災者への広報」

住民説明会の出席率は非常に高く、被災者への情報周知を効率的に行うことができた。

また、ホームページでの周知や庁内に窓口を設置する等の対応を行った。

③持ち込みによる災害廃棄物処理の希望者

環境生活課は災害廃棄物の撤去を開始する平成 29 年 1 月 6 日までの間、持ち込みにより

災害廃棄物処理を希望する被災者のために、周辺地域を担当する収集委託事業者と清掃セ

ンターで、年末年始を含めた休日も廃棄物を受け入れる体制を整えた。

☑「災害廃棄物の持ち込み実績」

災害廃棄物の持ち込みは少なかった。これは、糸魚川市が災害廃棄物を一括処理する

ことを早期に示し、地元住民へ周知することができたためと考えている。
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（２）避難所ごみ

避難所について、表 2-1-(2)-1より発災当日が最大避難者数の 65 人となり、徐々に減少

し、平成 29 年 1 月 5 日に避難所が閉鎖された。

避難所ごみは、平成 28 年 12 月 23 日に上刈会館避難所から収集依頼があったため、環境

生活課は市内一般廃棄物処理業者に対応を依頼した。写真 2-1(2)-1に避難所の状況を示す。

表 2-1-(2)-1 避難所の避難者数

年月日 市民会館 上刈会館 ホワイトクリフ 上乃家旅館 ﾎﾃﾙｼﾞｵﾊﾟｰｸ 合計

H28.12.22(木)

15 時 50 分
65 人 - - - - 65 人

H28.12.22(木)

20 時 30 分
4 人 21 人 21 人 - - 46 人

H28.12.23(金) 7 人 29 人 21 人 - - 57 人

H28.12.24(土) - 21 人 11 人 - - 32 人

H28.12.25(日) - 10 人 9人 - - 19 人

H28.12.26(月) - 9 人 9人 - - 18 人

H28.12.27(火) - 9 人 8人 - - 17 人

H28.12.28(水) - - - 3 人 4人 7人

H28.12.31(土) - - - 3 人 2人 5人

H29.1.3(火) - - - 3 人 2人 5人

H29.1.5(木) 避難所閉鎖

出典 糸魚川市駅北大火対策本部からの報道発表資料（平成 29 年 3月 23 日）糸魚川市（編集）

写真 2-1(2)-1 避難所の状況
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（３）処理に係る関係機関等との協議

新潟県から平成 28年 12月 24日に糸魚川市へ派遣された被災者生活再建支援チームの先

遣隊（県民生活・環境部廃棄物対策課職員）に、最終処分場の受入調整や職員の派遣を要

望した。また、火災により発生した廃棄物は可能な限り平時の処理体制を活用することと

し、平成 28 年 12 月 26 日に「災害時における応急対策に関する応援協定」を締結している

市建設業協会及び市内セメント業者を参集し、処理に係る協議を実施した。この際、市内

業者から仮置場の敷地提供の提案を受けた。平成 28 年 12 月 28 日にも同関係者による処理

方法の検討が行われた。平成 28 年 12 月 30 日には、市建設業協会と平成 29 年 1 月 6 日か

ら開始される災害廃棄物の撤去に係る打合せが行われた。当該協議等をふまえて、処理フ

ローや処理スケジュール（添付資料 1 参照）の作成を行った。

（４）仮置場候補地の選定・確保

①仮置場候補地選定の経緯

被災地には写真 1-1-(3)-1～写真 1-1-(3)-5（7～9 ページ参照）のとおり、大量の災害廃

棄物が山積みになっており、早急に撤去する必要があったため、災害廃棄物を一時的に保

管して選別を行う仮置場の候補地選定を早急に行った。

仮置場候補地の選定は発災直後に開始したが、糸魚川市が所有する市有地は遠方であり、

市内業者から提供の提案があった敷地は被災地からの距離や面積、周辺住民への影響等を

考慮すると適地ではないと判断した。最終的にはこれらの問題を解決できる、図 2-1-(4)-1

に示す姫川右岸河川敷内の防災演習等のために舗装された敷地約 6,600m2 を仮置場候補地

として選定した。
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図 2-1-(4)-1 仮置場等位置図

出典 糸魚川市

②仮置場の設置に係る関係機関等との協議

仮置場候補地は国土交通省高田河川国道事務所（以下、国土交通省）の所管であったた

め、河川占用許可手続きが必要であり、平成 28 年 12 月 27 日に国土交通省と河川占用許可

に係る協議を行った。協議の内容は、表 2-1-(4)-1 に示す仮置場設置にあたっての懸念事

項と対応方法等についてであった。

また、平成 28 年 12 月 28 日に仮置場の設置に係る説明を海上保安庁新潟海上保安部、糸

魚川内水面漁業協同組合、上越漁業協同組合、上刈区長に行い、同意を得た。平成 28 年 12

月 29 日には寺島区長に説明を行い、同意を得た。これらの同意を受けて、平成 28 年 12 月

30 日から仮置場の整備・運営・撤去の発注準備を開始した。仮置場航空写真を図 2-1-(4)-2

に示す。

被災エリア

市役所

気象観測地

仮置場
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表 2-1-(4)-1 仮置場設置にあたっての懸念事項と対応方法

懸念事項 対応方法

・姫川下流に魚の生息域や農業用水の

取水口がある等、排水への配慮

・濁水処理施設（凝集沈殿処理）の設置

・排水のモニタリング（pH、SS）

・災害廃棄物由来の土壌・地下水汚染

・重機等の荷重による舗装面の損傷
・敷鉄板による敷地の養生

・強風による災害廃棄物の飛散
・防風フェンスの設置（2m）

・積上げ高さの制限（2m）

・河川の増水による二次災害の発生
・出水期前の 4月末までに仮置場の撤去及び

原状復旧を完了

図 2-1-(4)-2 仮置場航空写真

出典 eまっぷいといがわ（編集）

☑「専門家のアドバイス」

河川敷に仮置場を設置するにあたって、国土交通省との協議前に専門家から

表 2-1-(4)-1 の懸念事項や対応方法について、電話やメールでアドバイスをもらった。

☑「河川占用許可」

仮置場候補地の河川占用許可については、非常災害時という状況を考慮してもらい、

関係機関等からは迅速に対応をしてもらった。

仮置場
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（５）思い出の品探し

被災地に残った思い出の品探しについて、環境生活課は平成 28 年 12 月 27 日に県建設業

協会とボランティアの連携を図るための打合せを行った。思い出の品探しは平成 28 年 12

月 29 日から県建設業協会の重機を活用し、ボランティアと共同で行った。なお、糸魚川市

地域たすけあいボランティアセンターは、思い出の品探しの終了に伴い、平成 29 年 3 月 31

日をもって閉鎖した。思い出の品探しのボランティアと広報を図 2-1-(5)-1に示す。

写真 2-1-(5)-1 思い出の品探しのボランティアと広報

出典 災害廃棄物対策フォトチャンネル 環境省

糸魚川市駅北大火被災者説明会（平成 28 年 12 月 28 日）糸魚川市

☑「社会福祉協議会との情報共有」

糸魚川市社会福祉協議会はボランティアの対応を行い、思い出の品探しの活動や支援

物資の仕分け等の被災者支援を行った。環境生活課と社会福祉協議会は、お互いの業務

に関して情報共有を行い、撤去と思い出の品探しの着手エリアについての調整等を行っ

た。

☑「耐火金庫」

燃え残った耐火金庫が発見されたが、中身は炭状になっているケースが大半であった。

発見現場から類推される所有者に対して、金庫保有の有無を確認した。

（６）新潟県からの人的支援等

平成 28 年 12 月 26 日から 28 日まで、糸魚川市の要請を受け、新潟県から廃棄物対応職

員 1 名が派遣され、県と糸魚川市との橋渡し役となった。派遣職員は被災地の建築物にお

けるアスベスト吹き付け材の目視調査を実施した。また、災害廃棄物の撤去を行う建設業

者との協議や住民説明会への参加、廃棄物処理業者の処理能力等の情報提供を行った。そ

の他にも、新潟県からは災害廃棄物発生量の推計資料の提供を受けた。
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第２節 応急対応期（平成 29 年 1 月 6 日～平成 29 年 2 月 7 日）

（１）災害廃棄物の撤去開始

災害廃棄物の撤去については、これまでの経緯をふまえて、被災地の現状を把握してい

る市建設業協会に委託を行った。被災エリアを図 1-1-(3)-1（6 ページ参照）のとおり 5 ブ

ロックに分割することで、ブロックごとに計画的な搬出が可能となった。

平成 29 年 1 月 6 日から被災地からの金属くずの撤去を行い、市内一般廃棄物処理業者で

再資源化を開始した。金属くずの撤去に目途が付いた平成 29 年 1 月 18 日からは、柱材等

の燃え残りを中心とした木くずの撤去を行い、市内セメント工場でサーマルリサイクル及

びセメント原料としての利用が開始された。

災害廃棄物の撤去にあたっては、ブロックごとに管理会社を配置した。また、木くずの

運搬は平時からセメント業者への搬入実績がある業者が担当するようブロックごとに配置

し、運搬の効率化を図った。

金属くず撤去状況を写真 2-2-(1)-1、木くず撤去状況を写真 2-2-(1)-2に示す。

写真 2-2-(1)-1 金属くず撤去状況

出典 災害廃棄物対策フォトチャンネル 環境省
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写真 2-2-(1)-2 木くず撤去状況

（２）燃え殻の有害物質等調査

環境生活課は平成 29 年 1 月 7 日及び 1 月 10 日に新潟県と連携し、燃え殻を県内最終処

分場で埋立処分するため、当該処分場が規定する有害物質等（ダイオキシン類、重金属類、

PCB、含水率）の調査を行った。燃え殻の埋立処分開始までのフローを図 2-2-(2)-1に示

す。試料は図 2-2-(2)-2に示す 5 分割した被災エリアの各ブロックから採取し、環境生活

課が委託した（一財）上越環境科学センターで分析を行った。有害物質等の分析結果より、

全ての項目において、受入基準値を満たしたため、処分を開始することができた。エコパ

ークいずもざきの燃え殻の受入基準を表 2-2-(2)-1 に示す。

図 2-2-(2)-1 燃え殻の埋立処分開始までのフロー

燃え殻の試料採取

分析

受入基準適合

埋立処分開始

環境生活課
新潟県

環境生活課から、
(一財)上越環境科学センターへ委託

エコパークいずもざき
中越環境開発(株)

エコパークいずもざき(H29.2.13～3.10)
中越環境開発(株) (H29.2.27～9.27)

県内最終処分場の受入調整

新潟県
エコパークいずもざき
中越環境開発(株)
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図 2-2-(2)-2 試料採取エリア及び試料採取状況

出典 糸魚川市

１ブロック

２ブロック

３ブロック

４ブロック

５ブロック

2 ブロック

3 ブロック

1 ブロック

4 ブロック

5 ブロック
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表 2-2-(2)-1 エコパークいずもざきの燃え殻の受入基準

項目 判定基準

①含水率 おおむね 80％以下

②水銀又はその化合物 0.005 mg/L以下

③カドミウム又はその化合物 0.09 mg/L以下

④鉛又はその化合物 0.3 mg/L以下

⑤六価クロム化合物 1.5 mg/L以下

⑥ひ素又はその化合物 0.3 mg/L以下

⑦PCB 0.003 mg/L以下

⑧セレン又はその化合物 0.3 mg/L以下

⑨ふっ素及びその化合物 24 mg/L 以下

⑩ほう素及びその化合物 30 mg/L 以下

⑪ダイオキシン類 3ng-TEQ/g 以下

②～⑩：溶出試験、⑪含有試験

出典 公益財団法人 新潟県環境保全事業団 HP（編集）
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（３）仮置場の整備

平成 29 年 1 月 6 日に仮置場の整備・運用・撤去を清掃センター（衛生施設係）が主体と

なって行うことを決めた。仮置場整備前の状況を写真 2-2-(3)-1、仮置場開設後の状況を写

真 2-2-(3)-2、仮置場計画図を図 2-2-(3)-1、仮置場運用実績図を図 2-2-(3)-2に示す。仮

置場の整備は市内建設業者に委託を行い、平成 29 年 1 月 21 日から整備を開始し、平成 29

年 2 月 7 日に整備を完了した。

写真 2-2-(3)-1 仮置場整備前の状況

写真 2-2-(3)-2 仮置場開設後の状況
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①濁水処理施設等の設置

仮置場からの排水により生活環境保全上の支障が生じないよう、濁水処理施設（凝集沈

殿処理：900t/日）を設置した。また、雨水等を集排水するための側溝や仮設沈砂池の設置、

雨水等の流入を防止するために土のうを周囲に配置した。濁水処理施設及び仮設沈砂池等

の設置状況を写真 2-2-(3)-3、側溝及び土のう等の設置状況を写真 2-2-(3)-4に示す。

写真 2-2-(3)-3 濁水処理施設及び仮設沈砂池等の設置状況（開設後）

写真 2-2-(3)-4 側溝及び土のう等の設置状況（開設後）
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②敷鉄板の設置

災害廃棄物由来の土壌・地下水汚染対策のため、敷鉄板を設置した。仮置場の設置場所

はアスファルト舗装されていたものの、歩道舗装構造であり、重量車両通行には耐久性が

なかったため、アスファルト上には砂を敷き均し、アスファルトの損傷対策や鉄板敷設後

に地面が平坦になるよう整地を行った。敷鉄板の設置状況を写真 2-2-(3)-5に示す。

写真 2-2-(3)-5 敷鉄板の設置状況（開設後）

☑「強風の影響」

敷鉄板 729 枚をクレーンで 1 枚ずつ積み降ろした。敷鉄板の設置に際して、強風日は

作業を中止したこともあり、2 週間程度を要した。
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③防風フェンスの設置

災害廃棄物の飛散防止対策として、2m の防風フェンスにより周囲を囲った。防風フェン

スの設置状況を写真 2-2-(3)-6に示す。

写真 2-2-(3)-6 防風フェンスの設置状況（開設後）

出典 災害廃棄物情報プラットフォーム 国立環境研究所

（４）災害廃棄物処理事業の進捗管理

災害廃棄物撤去作業の進捗状況について、環境生活課は市建設業協会からの報告をとり

まとめることで管理を行った。災害廃棄物処理の進捗状況は、各組成の搬出先の施設で発

行された搬入票を整理することで管理を行った。また、思い出の品探しの進捗状況は、糸

魚川市社会福祉協議会と情報共有を図る中で管理を行った。
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第３節 復旧・復興期（平成 29 年 2 月 8 日～処理完了）

（１）仮置場の運用・管理

仮置場の運用・管理は清掃センター（衛生施設係）が主体となり、平成 29 年 2 月 8 日か

ら開始した。仮置場の運用に伴い、被災地から燃え殻等の撤去を開始し、仮置場へ搬入し

た。また、県建設業協会に委託し、仮置場の管理や被災地から搬入された燃え殻等の重機

選別及び手選別を行った。また、仮置場へ搬入された燃え殻等の組成は、土砂を主体とす

ることが目視等により確認された。仮置場の全景及び燃え殻等の混合残さを写真 2-3-(1)-1

に示す。

仮置場への災害廃棄物の搬入は平成 29 年 3 月 25 日に完了し、仮置場からの搬出は平成

29 年 4 月 1 日に完了した。

写真 2-3-(1)-1 仮置場の全景及び燃え殻等の混合残さ
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①選別・処理・再資源化

選別作業では、写真 2-3-(1)-2 に示すスケルトンバケットによる一次選別を行い、篩下

の燃え殻をエコパークいずもざき等へ搬出し、埋立処分を行った。篩上の混合残さは手選

別による二次選別を行い、金属くず、木くず、コンクリートがら、可燃物等に選別し、再

生利用及び焼却処理を行った。各組成の選別状況を写真2-3-(1)-3～写真2-3-(1)-7に示す。

写真 2-3-(1)-2 スケルトンバケットによる選別

出典 災害廃棄物対策フォトチャンネル 環境省（編集）

写真 2-3-(1)-3 金属くず選別状況
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写真 2-3-(1)-4 木くず選別状況

写真 2-3-(1)-5 コンクリートがら選別状況
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写真 2-3-(1)-6 可燃物選別状況

写真 2-3-(1)-7 混合残さ選別状況
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②水質管理

仮置場で集水された雨水等は濁水処理施設で凝集沈殿処理を行い、排水は水質汚濁防止

法の一律排水基準を管理指標として pH 及び SS のモニタリングを行った。排水のモニタリ

ング結果より、生活環境保全上の支障について問題はなかった。排水の pH モニタリング状

況を写真 2-3-(1)-8に示す。

写真 2-3-(1)-8 排水の pH モニタリング状況

③積上げ高さ

災害廃棄物の積上げ高さは、飛散防止のため防風フェンスの設置高さ 2m を超えないよう、

管理した。仮置場において、災害廃棄物の飛散による生活環境保全上の支障は生じなかっ

た。

④収集運搬

仮置場の搬入及び搬出ルートは、一方通行で完結できるルートを設定し、収集運搬車両

が交錯しないよう配慮した（添付資料 4 参照）。収集運搬車両は仮置場の入口で一列に並ん

で受付を行うこととした。また、仮置場の入口と出口は別々に設置しており、場内で交錯

して事故が生じることはなかった。

☑「順調な収集運搬」

仮置場の搬入は被災地からの業者の搬入のみであり、個人の搬入はなかった。また、

収集運搬車両からの災害廃棄物の落下や渋滞の発生等によるクレームもなく、順調に収

集運搬を行えた。
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（２）許認可の取扱い（廃棄物処理施設に係る特例届出）

新潟県はコンクリートがらの処理を円滑に行うため、糸魚川市と協議を行い、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（以下、廃棄物処理法）における産業廃棄物処理施設の設置者

に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例（第 15 条の 2 の 5 第 1 項）を適用した。

本特例により、市内再生工場（産業廃棄物処理施設）でコンクリートがら（一般廃棄物）

を処理するための届出を平成 29 年 2 月 8 日に受理し、コンクリートがらの処理を開始する

ことができた。コンクリートがらの撤去状況を写真 2-3-(2)-1 に示す。

写真 2-3-(2)-1 コンクリートがらの撤去状況
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（３）県内広域処分

糸魚川市の要望により、新潟県は燃え殻の埋立処分先の調整を行い、エコパークいずも

ざきの受入許可を得たが、受入量に制限があった。そのため、新潟県は中越環境開発(株)

と受入調整を行い、燃え殻の埋立処分先を確保した。それぞれの施設の埋立処分期間は、

エコパークいずもざきが平成 29 年 2 月 13 日～3 月 10 日、中越環境開発(株)が平成 29 年 2

月 27 日～9 月 27 日であった。燃え殻（混合残さ）の撤去状況を写真 2-3-(3)-1、エコパー

クいずもざきの全景を写真 2-3-(3)-2、中越環境開発(株)の全景（最終処分場）を写真

2-3-(3)-3に示す。

写真 2-3-(3)-1 燃え殻（混合残さ）の撤去状況

写真 2-3-(3)-2 エコパークいずもざき 写真 2-3-(3)-3 中越環境開発(株)

公益財団法人 新潟県環境保全事業団 提供写真 出典 (株)中越興業 HP（中越環境開発(株)の紹介）
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（４）仮置場の原状復旧

仮置場の原状復旧は平成 29 年 4 月 2 日から着手し、平成 29 年 4 月 25 日に国土交通省

の完了検査を終了した。原状復旧に際して、アスファルト面の損傷はなかったが、搬入出

路については大型車両等の往来による影響で、道路の損傷が確認されたため修繕を行った。

仮置場の原状復旧状況を写真 2-3-(4)-1、仮置場の原状復旧後の状況を写真 2-3-(4)-2に示

す。

写真 2-3-(4)-1 仮置場の原状復旧状況

写真 2-3-(4)-2 仮置場の原状復旧後

出典 環境省災害廃棄物対策情報サイト

平成 28 年 12 月新潟県糸魚川市で発生した火災による廃棄物対策について
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（５）建物基礎の撤去

建物基礎の撤去は平成 29 年 6 月 29 日に開始し、平成 29 年 11 月 10 日に完了した。被

災地は国土調査が未実施であり、建物基礎を撤去する前に、土地の境界を確定するため、

被災者の立会いのもと境界確定測量を実施した。また、上物の災害廃棄物を撤去する際に、

土地の境界の目印となるブロック等が残るように配慮して対応を行った。建物基礎の撤去

状況を写真 2-3-(5)-1に示す。

写真 2-3-(5)-1 建物基礎の撤去状況

☑「土地の境界」

被災地は古くから住居があり、土地の境界については、例えば「裏の木が植えてある

所から」等のあいまいなものが多く、基礎を撤去してしまうと、境界がわからなくなっ

てしまう恐れがあった。そのため、上物の災害廃棄物を撤去する際に、土地の境界とな

る目印をどの程度残すべきか悩んだが、被災者の方に確認をしてもらいながら、撤去作

業を行うこととした。被災者の方と立会いの日程調整や立会い当日の時間調整等を、撤

去業者からの撤去エリア計画と同意書の回収状況を照らし合わせて作成した立会いリス

トにより、撤去の２～３日前に行った。

立会い当日は寒い中、屋外で長時間待っていただくことや公民館で待機、一旦ご帰宅

いただくこと等もあった。家を早急に再建したい被災者の方には、全体的な事情から撤

去を優先できないこともあったが、ご理解をいただいた。災害廃棄物の撤去は、これら

の被災者の協力があり、完了することができた。
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（６）国への災害等廃棄物処理事業の報告及び災害査定

①環境省における災害復旧制度

環境省は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象

等により生じた災害廃棄物の処理のために必要な費用について「災害等廃棄物処理事業費

補助金」（以下、補助金）により、被災した市町村を財政的に支援することを目的とした

制度を整備している。災害等廃棄物処理事業の業務フローを図2-3-(6)-1に示す。

また、補助金は財務省財務局の立会のもと、被害状況に関する現地調査（災害査定）を

行い、補助対象事業費が決定される。環境省における補助金の申請のためのフローを図

2-3-(6)-2に示す。

図2-3-(6)-1 災害等廃棄物処理事業の業務フロー

出典 災害関係業務事務処理マニュアル（自治体事務担当者用）（平成26年6月）

環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
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図2-3-(6)-2 補助金の申請のためのフロー

出典 災害関係業務事務処理マニュアル（自治体事務担当者用）（平成26年6月）

環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課

②本災害への対応

平成28年12月30日に自民党災害対策特別委員会・総務部会合同会議において、伊藤環境

副大臣から「今回の火災は環境省としても『自然災害』に該当すると判断し、『災害等廃

棄物処理事業費補助金』（自然災害を対象）による財政支援を行う」旨が表明された。

災害廃棄物処理について、平成29年1月26日付の環境省通知「新潟県糸魚川市の強風被害

に係る災害等廃棄物処理事業の取扱いについて（環廃対発第1701264号）」でその取扱いが

規定された。当該通知における国庫補助の方針は表2-3-(6)-1のとおりである。

糸魚川市における災害廃棄物処理は、市の財政負担を軽減するために補助金の交付申請

を行うこととし、補助金交付に必要な「平成29年度 災害等廃棄物処理事業報告書（糸魚川

市駅北大火）糸魚川市」（以下、災害報告書）を作成した。平成29年11月22日に中川環境

大臣へ災害等廃棄物処理事業の報告を行い、平成29年12月4日～12月6日に災害査定が実施

された。災害報告書の概要を表2-3-(6)-2に示す。
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表2-3-(6)-1 国庫補助の方針

【国庫補助の方針について】

1．異常な天然現象の範囲について

糸魚川大火では、強風により多数の住宅被害等が生じたことから、当該強風が、被災者

生活再建支援法（平成 10 年法律第 66 号）第 2 条第 1 号に基づく「その他の異常な自然現

象」として位置づけられたところ。

これを踏まえ、災害等廃棄物処理事業においても、「内閣府、厚生労働省及び環境省所管

補助施設災害復旧費実地調査要領」（昭和 59 年 9月 7日付け蔵計第 2150 号）第 3 の第 1項

に基づく「その他の異常な天然現象」として採択するものとする。なお、その際、当該強

風の風向、風速、気圧等及びこれらの時間関係を考慮しながら、被害との因果関係を確認

するものとする。

2．補助対象事業の範囲について

災害等廃棄物処理事業における補助対象事業の範囲は、実施要領の第2（補助対象事業等）

1.(1)①により、市町村が災害その他の事由のために実施した生活環境保全上特に必要とさ

れる廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業である。

表 2-3-(6)-2 災害報告書の概要

項目 内容

１．災害等の概況 発災当日の気象等の状況や地域特性等を整理

２．全般的被害状況 人的被害や住家被害を整理

３．事業主体 糸魚川市

４．事業区分 ごみ処理

５．事業費見込額 災害廃棄物処理事業に要した費用

６．事業費算出内訳 調査、収集・運搬、仮置場、処理等に係る事業費を整理

７．添付資料
(1)気象データ、(2)行政区域図等、(3)被災写真、

(4)災害廃棄物処理フロー、(5)事業費算出内訳の根拠資料

☑「自然災害としての該当性を示す資料作成」

糸魚川市大規模火災を自然災害として国に認定してもらえるよう、新潟県主導で当時

の気象条件やフェーン現象の発生状況等の取りまとめを行い、糸魚川市へ情報提供を行

った。
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（７）災害廃棄物処理実績

①災害廃棄物発生量及び組成割合

災害廃棄物発生量：約 20,562t

（コンクリートがら及び燃え殻の合計が全体の約 93.3％を占める）

処理困難物：廃タイヤ 52 本、消火器 23 本

図 2-3-(7)-1 災害廃棄物発生量及び組成割合

出典 糸魚川市

組成 処理量（t） 割合

コンクリートがら 11,178.55 54.4%

燃え殻 7,996.68 38.9%
金属くず 842.02 4.1%
木くず 467.56 2.3%
可燃物 77.09 0.4%
合計 20,561.90 100%

コンクリートがら,

11,178.55t ,

54.4%

燃え殻,

7,996.68t ,

38.9%

金属くず,

842.02t , 4.1%

木くず, 467.56t ,

2.3%
可燃物, 77.09t ,

0.4%
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②災害廃棄物の処理方法別割合

再生利用：約 12,488t（60.7％）

・マテリアルリサイクル：約 12,021t（58.5％）

・サーマルリサイクル及びセメント原料化：約 468t（2.3％）

埋立処分：約 7,997t（38.9％）

炭化処理：約 77t（0.4％）

※サーマルリサイクル及びセメント原料化（木くず）

・バイオマス発電燃料としてサーマルリサイクルを行った。

・発生した主灰及び飛灰はセメント原料として利用した。

図 2-3-(7)-2 災害廃棄物の処理方法別割合

出典 糸魚川市

再生利用,
12,488.13t,

60.7％

埋立処分,
7,996.68t,

38.9％

炭化処理,
77.09t, 0.4％ ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ,

（ｺﾝｸﾘｰﾄがら）,

11,178.55t,

54.4％

ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ及び
ｾﾒﾝﾄ原料化,

（木くず）,

467.56t, 2.3％

ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ,（金属くず）,
842.02t, 4.1％

組成 処理量（t） 割合

ｺﾝｸﾘｰﾄがら 11,178.55 54.4%

金属くず 842.02 4.1%
ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ及びｾﾒﾝﾄ原料化 木くず 467.56 2.3%

燃え殻 7,996.68 38.9%
可燃物 77.09 0.4%

20,561.90 100%

処理方法

埋立処分
炭化処理

再生利用
マテリアルリサイクル

合計



第３章 環境保全対応

51

第３章 環境保全対応

第１節 大気中のアスベスト調査

（１）被災地周辺における大気中のアスベスト調査

被災した建築物等にはアスベストが含有している恐れがあり、災害廃棄物の撤去等に伴

うアスベストの環境への影響を確認するため、新潟県が図 3-1-(1)-1に示す被災地周辺の 4

地点で環境調査を実施した。本調査はがれき撤去作業前に 1 回目の調査を実施し、市民の

安全・安心を確保するため、がれき撤去作業期間においては定期的に調査を実施した。

新潟県は平成 28 年 12 月 26 日にアスベスト調査の方針を決め、「平成 28 年新潟県糸魚川

市における大規模火災によるがれき等の撤去工事等に伴うアスベスト等の飛散防止対策に

ついて」を糸魚川市あてに発出した。また、新潟県は「大気中アスベスト環境調査計画」

を作成し、糸魚川市と調査地点選定のための事前調査を実施した。

平成 28 年 12 月 27 日に被災地周辺における大気中のアスベスト調査を実施し、翌日の平

成 28 年 12 月 28 日の調査結果より、県内一般地域の値と同程度であることを確認した。な

お、本調査をふまえ、2 回目以降の調査地点を変更した（国道直近から公園内、民地から公

共用地へ変更）。また、新潟県は平成 29 年 1 月 4 日に「糸魚川市大規模火災に係るアスベ

スト周辺環境調査方針」を策定した。

被災地周辺における大気中のアスベスト調査は、表 3-1-(1)-1のとおり平成 29 年 3 月 24

日まで計 7 回実施し、全ての調査結果より、県内一般地域の値と同程度であることを確認

し、新潟県ホームページで公表した。

表 3-1-(1)-1 被災地周辺における大気中のアスベスト調査結果（総繊維数濃度）

単位：本/リットル

調査地点

採取日

被災地周辺

大町 2丁目 大町 1丁目 本町（南） 本町（北）

平成 29年 3月 24日 0.11 未満 0.11 未満 0.22 0.11 未満

平成 29年 3月 3日 0.45 0.11 0.22 0.11

平成 29年 2月 10日 0.11 0.11 0.11 0.11

平成 29年 1月 27日 0.22 0.34 0.22 0.11 未満

平成 29年 1月 13日 0.11 未満 0.11 0.11 未満 0.11 未満

平成 29年 1月 6日 0.11 未満 0.22 0.11 未満 0.11

平成 28年 12月 27日 欠測 0.11 0.11 0.11

県内一般地域における
測定値の範囲（平成27年度）

0.056～1.4

出典 新潟県 HP（編集）
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図 3-1-(1)-1 被災地周辺における大気中のアスベスト調査地点

出典 eまっぷいといがわ（編集）

【凡例】

●：1 回目調査地点

●：2回目以降調査地点

：被災エリア

調査地点の変更なし

調査地点の変更なし

大町 2丁目

大町 1丁目

本町（北）

本町（南）
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（２）仮置場における大気中のアスベスト調査

新潟県は仮置場における大気中のアスベスト調査を、平成 29 年 2 月 10 日と平成 29 年 3

月 24 日の計 2 回実施した。調査地点は図 3-1-(2)-1 に示す仮置場の北側（風下）と東側（風

上）で 2 地点を選定した。表 3-1-(2)-1 のとおり全ての調査結果より、県内一般地域の値

と同程度であることを確認し、新潟県ホームページで公表した。

表 3-1-(2)-1 仮置場における大気中のアスベスト調査結果（総繊維数濃度）

単位：本/リットル

調査地点

採取日

仮置場

仮置場北側 仮置場東側

平成 29年 3月 24日 0.11 0.22

平成 29年 2月 10日 0.11 0.11

県内一般地域における
測定値の範囲（平成27年度）

0.056～1.4

出典 新潟県 HP（編集）

図 3-1-(2)-1 仮置場における大気中のアスベスト調査地点

被災エリア

市役所

気象観測地

仮置場

【凡例】

●：調査地点（北側）

●：調査地点（東側）
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第２節 建築物のアスベスト調査

環境生活課は平成 29 年 1 月 7 日及び 1 月 10 日に新潟県と連携し、非木造建築物を中心

とした、アスベストを含有した建材の使用可能性のある被災した建築物（以下、調査対象

建築物）について、アスベストの調査を行った。試料は燃え殻の有害物質等調査と同様に

図 2-2-(2)-2（29 ページ参照）に示す 5 分割した被災エリアの各ブロックから採取し、環

境生活課が委託した（一財）上越環境科学センターで分析を行った。

調査対象建築物からアスベストが飛散・流出しないように、散水及びシート掛けを実施

したが、アスベストの分析結果より、アスベストを使用した建築物は存在しないことが判

明した。

なお、アスベストが検出された場合の処理として、「災害時における石綿飛散防止に係る

取扱いマニュアル（環境省）」に則って対応を検討しており、あらかじめ労働基準監督署へ

アスベスト対応の確認を行った。
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第４章 評価・検証

第１節 火災特有の事象への対応

（１）火災により発生する有害物質

火災では建物や生活用品等が燃焼することから、それらの含有成分によってはアスベス

トやダイオキシン類、重金属類等の有害物質の発生が懸念される。本被災現場においては、

燃え殻の分析結果より最終処分場の受入基準を満たしていたため、問題なく処分を行うこ

とができた。

（２）火災現場において撤去する組成の優先順位

本被災現場では、燃え殻の上に燃え残った金属くずや木くずが積みあがった状況にあっ

た。被災現場の建物構造は積雪対応より、トタン類で補強された壁やスレート材を用いた

屋根の木造住宅が多かったことが原因と考えられる。

金属くずや木くずの密度は小さく、占有するスペースが大きかったため、撤去を優先す

ることで重機等の作業スペースの確保に繋がり、次の作業への移行が効率的にできた。な

お、金属くずは形状が一定ではないため、搬出時の運搬車への積込み時に最大積載量の 1

割程度の重量しか積み込むことができず、搬出に多くの台数を要した。

写真 4-1-(2)-1 金属くず及び木くず等の撤去前状況
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（３）消火活動に伴う災害廃棄物の成分変化

本災害における消火活動では、当該地域に整備されている消火栓、防火水槽及び自然水

利（奴奈川用水、城の川及び海水）を活用した※。海水は被災エリア北側で活用されたため、

木くずをサーマルリサイクルする際には、塩分によるバイオマス燃料化設備の腐食や排ガ

スへの影響が懸念された。被災から 1 ヶ月程度が経過し、雨や雪により塩分濃度が低下し

ていることを踏まえ、セメント業者との現場確認の上で、木くずのセメント工場への受入

が可能と判断された。なお、本実績において、木くずのサーマルリサイクル及びセメント

原料化における塩分の影響は認められなかった。

※出典 糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会報告書（平成 29 年 5月）

糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会（http://www.fdma.go.jp/ne

uter/about/shingi_kento/h29/itoigawa_daikibokasai/06/houkokusyo.pdf）

（４）建物倒壊の危険性

火災現場では建物の燃焼や破壊消火により、建物が脆弱となり倒壊の危険性が高い建物

が存在している可能性がある。建築物のアスベスト調査や災害廃棄物撤去作業時には、二

次災害に留意することが必要である。

本災害において、倒壊の危険性が高い建物については、足場を組み H 鋼に固定して荷重

を支えることで、倒壊しないよう対策を行った。また、立入防止柵を設置し、住民の立ち

入りを禁止した。建物倒壊対策状況を写真 4-1-(4)-1 に示す。

写真 4-1-(4)-1 建物倒壊対策状況（足場の組み立て及び立入防止柵の設置）
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（５）撤去に係る同意書の様式

焼失や消火活動に伴う道路啓開により廃棄物が混合状態になったことで、廃棄物の所有

者が不明な状況となった。そのため、市が主体となって被災家屋の撤去を行うことが迅速

な復旧・復興に繋がると判断し、「被災家屋等のがれき処理申込書兼同意書」の作成を行っ

た（添付資料 14 参照）。本同意書は被災者が印鑑等を焼失していることに配慮し、必須資

料の添付もなく、サインのみで完結できるような様式とした。

（６）炭状の木くず

細かくなった炭状の木くずは、バイオマス発電燃料に適さないため、埋立処分を行った。

セメント工場に搬入された木くずの中には、バイオマス発電燃料に適さない炭状の木くず

が混入していることもあったが、全体の処理量からすると少量であったため、セメント工

場において処理に影響は生じなかった。埋立処分した炭状の木くずを写真 4-1-(6)-1 に示

す。

写真 4-1-(6)-1 埋立処分した炭状の木くず（土砂と混合状態）

（７）火災廃棄物の臭気

火災廃棄物からは焼け焦げ臭が発生していた。また、時間の経過とともに精肉店等の冷

蔵庫に残った食品から腐敗臭が発生することがあった。そのため、腐敗性の可燃物の処理

を優先して行った。
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（８）被災家電及び被災自動車の処理

被災した家電 4 品目は指定引取場所に搬出し、リサイクルを実施することが基本となる。

本災害では多くの家電の焼損が激しく、リサイクルルートによる処理が見込めない状態で

あったため、金属くずとして市内一般廃棄物処理業者で再生利用を行った。

被災自動車は自動車リサイクル法に基づき処理を行うことが基本となる。本災害では、

所有者が自ら手配を行い、被災自動車の処理が実施された。

写真 4-1-(8)-1 被災自動車

第２節 糸魚川市の地域特性に係る対応

（１）積雪及び強風への対応

①被災家屋の撤去

積雪により被災家屋の撤去を、平成 29 年 1 月 14 日から 1 日半中止した。災害廃棄物の

上に積雪しており、分別ができなかったことから、中止に対して住民からの理解を得られ

た。市建設業協会は冬季の業務として市内の除雪作業もあり、双方を効率的に実施する必

要が生じた。降雪期は例年の降雪状況を勘案し、スケジュールを長めに設定する必要があ

る。なお、本災害の災害廃棄物処理期間においては、例年より降雪量が少なかったことか

ら、積雪による大きな支障は生じなかった。

また、強風により損壊した窓や扉等の部材が飛散することが懸念され、安全の確保のた

めに飛散する恐れがある部材をロープで固定する等の養生を行った。
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②仮置場の整備

仮置場の整備に平成 29 年 1 月 23 日から着手したが、積雪が 10 数センチある状況の中で

の作業となり、思うように作業が進まず、休日返上で整備を行うこととなった。仮置場が

河川敷のため強風があり、鉄板の敷設の際、作業を中止した日もあった。また、災害廃棄

物の飛散を防ぐための防風フェンス（2m）を設置したが、強風対策として H 鋼に固定させ

る方法で施工を行った。

③仮置場の運営

積雪により仮置場内の除雪作業が必要になったことや、被災地からの搬出作業に支障が

生じたことで、災害廃棄物の搬入ができない日が数日あった。また、雪解け水により濁水

処理施設の処理量が当初想定よりも多くなった。

（２）セメント業者との連携

糸魚川市内では良質で豊富な石灰資源が産出されることから、セメント産業が盛んであ

る。セメント工場では平時から石炭灰、木くず、廃プラスチック類等の廃棄物を受入れ、

セメントキルン及びバイオマス発電等により処理している。また、糸魚川市の清掃センタ

ーから発生する炭化物を代替燃料として有効活用している。

本災害においてもセメント工場で木くずを燃料としたバイオマス発電を行い、発生した

焼却灰をセメント原料として有効活用することができた。また、平成 28 年熊本地震におけ

る災害廃棄物の受入実績があったこともあり、セメント業者との連携により早期に木くず

の処理方針を決定することができた。

（３）市外最終処分場の受入調整

糸魚川市では一般廃棄物最終処分場を保有しているが、現在、搬入を停止している。そ

のため、発災後は市外の最終処分場で燃え殻を受入れてもらえるよう、早急な調整が必要

となった。

糸魚川市は、新潟県が平成 28 年 12 月 24 日に派遣した、被災者生活再建支援チームの先

遣隊（県民生活・環境部廃棄物対策課職員）にエコパークいずもざきへの受入を要請した。

新潟県はエコパークいずもざきの受入調整を行うとともに、平成 28 年 12 月 26 日には中越

環境開発(株)に受入れの意向を確認した。新潟県の調整等の支援により、糸魚川市は平成 29

年 2 月 13 日にエコパークいずもざき、平成 29 年 2 月 27 日に中越環境開発(株)へ燃え殻の

搬出を開始できた。
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（４）土壁由来の土砂

本被災エリアには土壁構造の家屋が多く立地していたと考えられるため、土壁由来の土

砂が大量に発生し、廃棄物と混合している状態であり、選別後に埋立処分が必要であった。

また、土砂が雨や雪により含水すると、粘度が高くなる傾向にあった。

写真 4-2-(4)-1 土壁構造家屋の被災状況

写真 4-2-(4)-2 仮置場に搬入された混合状態の土砂
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第５章 教訓・課題

第１節 初動対応

（１）処理方針の決定

発災初期は火災廃棄物の処理が国庫補助事業の対象になる認識はなかったが、大規模火

災により大量の火災廃棄物が発生することが懸念された。そのため、初動期において火災

廃棄物の処理方針を決定することで、災害廃棄物処理に係る早期の補正予算の確保をはじ

め、その後の対応を迅速に行うことができた。なお、国庫補助事業認定後は住民説明等に

より、臨機応変に対応することができた。

（２）新潟県被災者生活再建支援チームの先遣隊

新潟県が平成 28 年 12月 24 日に糸魚川市へ派遣した被災者生活再建支援チームの先遣隊

に、糸魚川市の要望を伝えることができた。その結果、最終処分場の受入調整や環境生活

課への職員派遣等が早急に実施され、その後の災害廃棄物処理を円滑に推進することがで

きた。

☑「先遣隊の派遣」

平成 28 年 12 月 23 日に新潟県防災局が、糸魚川市への先遣隊の派遣を決めた。先遣

隊の中には、災害廃棄物処理の経験がある職員も選定された。翌日の朝、糸魚川市がど

のような要望を持っていて、県がどのような支援を行うべきか調査することを目的とし、

先遣隊が糸魚川市に派遣された。

（３）環境省の支援

環境省は火災により発生した廃棄物の取扱いが未確定の状況であった平成 28 年 12 月 26

日に、関東地方環境事務所新潟事務所の職員 1 名を糸魚川市に派遣し、被害状況の把握や

技術的な支援を行った。また、糸魚川市が要望した、国庫補助事業の対象となった場合の

留意事項についてのアドバイスのほか、補助金活用時の留意点に関する説明が有効であっ

た。これらの支援により、国庫補助事業認定後に臨機応変な対応を行うことができた。
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第２節 災害廃棄物処理

（１）河川敷に設置した仮置場

仮置場候補地は河川敷を選定したため、環境に十分配慮することや二次災害防止のため

に河川が増水する前（4 月末）に撤去する等の計画を作成し、関係機関等の許可を得る必要

があった。仮置場の設置計画は専門家からの助言をもらいながら作成し、関係機関等との

協議を行った。関係機関等からは非常災害時であることや環境に影響を与えないことを条

件に、年内での早急な仮置場設置許可を得ることができた。

仮置場の整備について、環境生活課は建設課や企画財政課と連携し、平成 28 年 12 月 30

日から整備・運営等の発注準備を開始し、平成 29 年 1 月 21 日から整備に着手した。周辺

環境対策として、敷地の囲いや濁水処理施設の設置、鉄板敷設等の整備が必要であったた

め、即時的な運用開始ができず、整備に 2 週間程度を要することとなった。

（２）仮置場の整地

仮置場で鉄板を敷設する前にアスファルト上に砂を敷き均し、鉄板敷設後に平坦になる

よう整地したが、雨や雪の影響により敷砂が流出することから、整地状態を保つことが困

難であった。

（３）仮置場の積上げ高さ

仮置場運用開始後の 4 日間で約 600 台の運搬車両が搬入し、想定以上に災害廃棄物が搬

入されたため、仮置場スペースが圧迫された。そのため、搬出車両を増車する等、効率的

に仮置場を利用できるよう計画を変更して対応した。

積上げ高さや防風フェンスの高さ設定については、検討の余地があった。

（４）遠方在住の地権者の同意及び立会い

被災家屋の災害廃棄物撤去において地権者が遠方に在住している場合、住民説明会やホ

ームページでの広報では情報を伝えることができないため、書類や電話等での情報提供が

必要であった。

また、家屋撤去の着手前に地権者の立会いを依頼していたが、地権者が遠方に在住して

いる場合は、日程調整や地権者への周知が遅れることがあった。

（５）委託業者との契約の形態

災害廃棄物処理業務では、あらかじめ数量を確定することが困難であるため、単価契約

により契約を締結し、出来高に応じて委託料を支払うことが望ましい。
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（６）災害報告書の添付写真

災害報告書の作成にあたって、災害廃棄物の撤去作業における作業人員や使用資機材、

撤去状況、被災地での災害廃棄物発生状況等の詳細な状況写真を添付することが必要なこ

とに留意する。

第３節 平時の備え

（１）仮置場の選定

糸魚川市は災害時における仮置場候補地を事前に選定していなかったため、発災後に仮

置場候補地の選定を行うこととなった。平時から仮置場候補地を選定して関係者と協議し

ておくと、初動対応がさらに円滑に進むと考えられる。

（２）経験の共有

担当職員は災害廃棄物処理を主体的に実施した経験がなく、かつ、日中は被災地や仮置

場等の現場対応に追われて、庁内での事務整理ができる状態ではなかったことから、増員

による人的支援があったとしても、廃棄物処理の知識が無い応援職員に対して指揮監督で

きる状況になく、効率的な活用ができていたか疑問である。

しかしながら、数多く発生する、収集や処分等の契約に関する事務は「災害関連業務事

務処理マニュアル※」等を参考とし、また、これまでの廃棄物処理の経験を生かしながら進

めていく必要があったことから特定の職員に集中した。

仮置場を選定していなかったことを含め、災害廃棄物処理計画等による事務の整理があ

れば、実態に応じた行動や人的支援に対応できたと考えると、改めて、計画の必要性を感

じた。

また、今後起こりうる災害に備え、本災害における経験共有が重要である。

※災害関連業務事務処理マニュアル（自治体事務担当者用）（平成 26 年 6月）

環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課

（３）市内処理能力の整理

市内の一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の処理能力を整理しておくことは、

発災後における関係業者等との連携を迅速に推進するための重要なデータとなる。

（４）消火剤の有害性への対応

消火剤に含有する PFOS（2010 年 4月より PFOS 含有製品の製造・使用等が事実上禁止）

の有害性については、動物試験において発生毒性、慢性毒性等が確認されており、中長期

的に体内に蓄積されることによる健康への影響が懸念されている※。

本災害における消火活動では、消火栓、防火水槽及び自然水利を活用したため、消火剤

の使用はなかった。消火活動で消火剤を使用した場合、PFOS に係る研究の進展に伴い、適

正処理の対応が求められるケースも想定される。

※出典 PFOS を含有する消火器・泡消火薬剤等の取扱い及び処理について

～消火器等の適正な取扱い・処理をお願いします～（パンフレット）環境省・消防庁

（https://www.env.go.jp/chemi/kagaku/pfos.reaf.pdf）
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添付資料
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資料１ 糸魚川市がれき撤去・選別・

処理スケジュール
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資料２ 災害廃棄物処理に対応した人員数

及び県・庁内職員の支援記録
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新潟県の廃棄物対応職員は、平成 28 年 12 月 26 日～12 月 28 日まで 1 名派遣された。ま

た、災害廃棄物の撤去が開始された平成 29 年 1 月 6 日以降は、表 2 のとおり庁内の技術職

員及び事務職員の支援があった。技術職員は民間業者の作業見廻り、事務職員はその土地

の所有者との立会等を行った。

表 2 災害廃棄物処理対応人員数

単位：人

日付 環境生活課 技術職員 事務職員 合計

1月 6日（金） 3 1 5 9

1 月 7日（土） 2 1 5 8

1 月 8日（日） 2 1 5 8

1 月 9日（月） 2 1 5 8

1 月 10日（火） 1 1 5 7

1 月 11日（水） 1 1 5 7

1 月 12日（木） 1 1 5 7

1 月 13日（金） 1 1 5 7

1 月 14日（土） 2 1 5 8

1 月 15日（日） 2 1 5 8

1 月 16日（月） 1 1 5 7

1 月 17日（火）

～1月 27 日（金）
1 1 3 5
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資料３ 災害廃棄物の分析結果
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（1）有害物質等

表 3 燃え殻の有害物質等分析結果

分析対象
ブロック

分析方法
1 2 3 4 5

カドミウム又は

その化合物

（mg/L）

0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満

環境庁告示

第 13 号

（溶出試験）

鉛又はその

化合物（mg/L）
0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満

六価クロム

化合物（mg/L）
0.02 未満 0.02 未満 0.02 未満 0.02 未満 0.02 未満

砒素又はその

化合物（mg/L）
0.01 未満 0.02 0.01 未満 0.01 0.01 未満

水銀又はその

化合物（mg/L）
0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満

PCB（mg/L） 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満

セレン又はその

化合物（mg/L）
0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満

弗化物（mg/L） 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.7 0.6

ほう素及びその

化合物（mg/L）
0.01 未満 0.02 0.01 未満 0.04 0.03

JIS K 0102

47.3

（溶出試験）

水分（%） 32.1 31.8 31.3 26.9 38.2 重量法

ダイオキシン類

毒性当量

（ng-TEQ/g）

0.049 0.030 0.17 0.0022 0.043
厚生省告示

第 192 号

（2）アスベスト

表 4 燃え殻のアスベスト分析結果

分析対象
ブロック

分析方法
1 2 3 4 5

クリソタイル 含有せず 含有せず 含有せず 含有せず 含有せず

JIS A 1481-2

アモサイト 含有せず 含有せず 含有せず 含有せず 含有せず

クロシドライト 含有せず 含有せず 含有せず 含有せず 含有せず

トレモライト 含有せず 含有せず 含有せず 含有せず 含有せず

アクチノライト 含有せず 含有せず 含有せず 含有せず 含有せず

アンソフィライト 含有せず 含有せず 含有せず 含有せず 含有せず
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資料４ 仮置場搬入及び搬出ルート
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図 1 仮置場搬入及び搬出ルート
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資料５ 災害廃棄物分析業務委託仕様書
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（1）有害物質等

仕 様 書

１ 件名

糸魚川市駅北大火災害廃棄物（燃え殻）分析業務委託

２ 業務概要

糸魚川市駅北大火により発生した災害廃棄物（燃え殻）を公益財団法人新潟県環境保

全事業団エコパークいずもざきが規定する有害物質等の判定に係る試験検査項目の分析

（溶出試験等）を行うもの。

３ 履行期間

契約締結日から平成 29 年１月 31 日まで

４ 履行場所

新潟県糸魚川市 本町、大町 地内

５ 試料名及び検体数

がれき（燃え殻）５検体

６ 有害物質等の判定に係る試験検査項目

 ⑴ 含水率 

 ⑵ 水銀又はその化合物 

 ⑶ カドミウム又はその化合物 

 ⑷ 鉛又はその化合物 

 ⑸ 六価クロム化合物 

 ⑹ ひ素又はその化合物 

 ⑺ PCB 

 ⑻ セレン又はその化合物 

 ⑼ ふっ素及びその化合物 

 ⑽ ほう素及びその化合物 

 ⑾ ダイオキシン類 

７ その他

⑴ 本業務の検体採取については、受注者において行うものとし、採取日は、発注者が

指定する日とする。

⑵ 測定値が基準値を超えた場合、直ちに発注者へ報告を行うこと。 

⑶ 受注者は分析後、速やかに報告書を提出すること。 
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（2）アスベスト

業務仕様書

１ 業務名称

災害廃棄物（燃え殻）分析業務委託

２ 履行場所

糸魚川市大町１・２丁目、本町地内

３ 履行期限

平成 29 年 1 月 10 日から平成 29 年 1 月 31 日まで

４ 試料名及び検体数

がれき（燃え殻）５検体

５ 業務内容

糸魚川市駅北大火により発生した災害廃棄物（燃え殻）を採取し、アスベストの定

性分析（６成分）を行うこと。

・クリソタイル

・アモサイト

・クロシドライト

・トレモライト

・アクチノライト

・アンソフィライト

６ 成果の報告及び提出書類

分析業務終了後、速やかに任意の様式により報告すること。

７ 委託料の支払い

業務履行後、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に支払う。

８ その他

(1) 本業務の検体採取については、受注者において行うものとし、採取日、採取箇所

は、発注者が指定する。

(2) 測定値が基準値を超えた場合は、直ちに発注者へ報告を行うこと。
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資料６ 災害廃棄物収集運搬業務委託仕様書
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（1）被災現場から仮置場への運搬

仕 様 書

１ 件 名 平成 28年度糸魚川市駅北大火災害廃棄物収集運搬業務委託

２ 目 的 糸魚川市駅北大火により発生した災害廃棄物の適正処理を目的とする。

３ 実施場所 糸魚川市大町 1 丁目、大町 2 丁目、本町地内 （別図１の区域）

４ 契約期間 平成 29年 1月 4 日から平成 29年 3月 31 日まで

業務開始は平成 29 年 1 月 6 日とする。

５ 業務内容

(1) 災害廃棄物の収集（掻き集め）、積み込み、運搬

① 別図１の区域内の災害廃棄物を収集する。

② 搬出前に、可能な限り「廃木材」「金物類」「その他」の３種類に区分する。

③ 上記の分類ごとに運搬車へ積み込み指定場所に運搬する。

(2) 想定数量

① 廃棄物の収集及び積み込み

・想定数量 24,000 ㎡

② 廃棄物の運搬

・姫川河川敷への運搬 4ｔ積トラック 400 回

10ｔ積トラック 1,250 回

・坂井地内への運搬 4ｔ積トラック 250 回

8ｔ積トラック 250 回

10ｔ積トラック 250 回

(3) 市が設置する仮置き場等への運搬

仮置き場等の位置

運搬先仮置き場 備考

糸魚川市大字坂井地内 別図２のとおり

糸魚川市大字寺島地先 姫川河川敷 別図３のとおり
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(4) 業務資料の作成

① 作業日報 様式１のとおり。

（作業員数、使用した重機の種類、運搬回数などが分かるもの）

② 業務写真

・着手前、作業中、竣工写真

・その日の作業開始時の写真

作業に使用する重機、作業員を写真（台数及び従事者数が確認でき

るもの）撮影し、作業日報に添付する。

・運搬を確認する写真

運搬トラックの種類別、運搬する災害廃棄物の種類別に、１台ごと

に写真をとる。（デジタル保存）

運搬トラック１台ごとの撮影は、「出発時「」と「運搬先仮置き場へ

の搬入時」の２枚とし、以下の表示が写真に納まるよう撮影する。

※ 表示の例示 必須項目

・日付

・会社名

・車番

・出発時刻

・搬入時刻

・車両種類

・運搬品目

「金物類」の搬出先（坂井地内）については、搬出先で計量することから、写

真は不要とする。

③ 提出部数は、それぞれ１部とする。

・写真はブロックごとに整理し、CD で各１枚ずつ提出する。

・提出資料及び写真は、受託者において複本を管理する。

(5) 受託者は、契約締結後、すみやかに実施作業者（会社名）、連絡先及び責任者を記載

した一覧表を委託者に提出する。

平成 29 年 1 月 6 日

○○建設

車番

出発時時刻

搬入時時刻

４トン車 廃木材
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６ 事故報告義務

受託者は、事故が発生した場合に直ちにその状況や原因を委託者に報告するととも

に、委託者の指示に従わなければならない。

なお、受託者は労働者災害補償保険に加入することとする。

７ 遵守事項及び留意事項

(1) 本業務の遂行に当たり、廃棄物処理法等の関係法令を遵守すること。

(2) 本業務の性質から、発注者と連絡を密にとり、業務を行うこと。

(3) 業務は、建物所有者及び発注者との立ち会い後に、着手すること。

(4) 仮置き場に廃棄物を仮置きする際は、現地係員の指示に従うこと。

８ 特記事項

(1) 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）を遵守すること。

(2) 運搬は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）により再委

託禁止とする。

９ その他

(1) 契約内容に変更が生じた場合は、変更契約を締結する。

(2) 本仕様書に記載のない事項は、委託者と受託者で調整又は協議を行うこととする。
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（2）被災現場及び仮置場から処理先への運搬（例：可燃物）

災害廃棄物（可燃物）運搬業務仕様書

１ 目的

糸魚川市駅北大火で発生した災害廃棄物を、被災現場及び仮置き場から市が指示する

処理先まで適正かつ迅速に運搬することを目的とする。

２ 業務委託名

災害廃棄物（可燃物）運搬業務委託

３ 被災現場及び仮置き場所在地

(1) 被災現場

新潟県糸魚川市大町 1 丁目、大町 2 丁目、本町地内

(2) 仮置き場

新潟県糸魚川市大字寺島字孤島 1234 番地 2地先及び字ハナレ島 53番地 2地先

４ 市が指示する処理先の名称及び所在地

名称：糸魚川市清掃センター

住所：新潟県糸魚川市大字須沢 2051 番地 2

５ 委託期間

平成 29 年１月６日から平成 29年３月 31日まで

６ 運搬対象物及び運搬見込み量

搬出元 運搬対象物 運搬見込み量

被災現場 可燃物 60ｔ

仮置き場 可燃物 40ｔ

７ 運搬車両の仕様

トラック（積込装置付） ６ｔ級

ダンプトラック ４ｔ積級

パッカー車 ８m3級

作業員
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８ 分別作業

可燃物以外の廃棄物の混入がないよう、必要に応じ、現場において分別作業を行う

こと。

９ 清掃センターへの搬入

清掃センターへの搬入にあたっては、破砕が必要なものについては、清掃センター

備え付けの破砕機に投入することとし、係員の指示に従うこと。

10 成果の報告及び提出書類

委託業務を実施した成果を月毎に集計し、搬入先で発行される検量表及び運搬を行っ

た車両に係る受注者で備え付けている運行日誌を添えて提出すること。

また、運搬に使用した車両の自動車検査証（自社所有でない場合は借り受けた事実が

確認できる書類）を提出すること。

11 法令等の遵守義務

本業務を行うにあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律 137

号）その他関係法令の規定を遵守するほか、市の指示に従うものとする。

12 委託料の支払い

委託料は、契約単価に業務の数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加

えた額とし、毎月、業務履行後、適法な請求書を受理した日から 30日以内に支払う。
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資料７ がれき処理業務委託契約書（案）
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糸魚川市駅北大火によるがれき処理業務委託契約書（案）

１ 委 託 業 務 名 糸魚川市駅北大火によるがれき処理業務委託

２ 委 託 業 務 場 所 糸魚川市大町●丁目●番●号（本町●番●号）

糸魚川市（以下「甲」という。）、○○会社（以下「乙」という。）と○○（以下「丙」と

いう）とは、糸魚川市駅北大火による丙に係るがれき処理を甲に代わり乙が実施したこと

について、次のとおり契約を締結する。

（委託料）

第１条 甲は、乙に対し、丙に係るがれき処理に要した費用（以下「処理費用」という。）

として、次のとおり委託料を支払う。

委託料 金 円

（うち消費税額及び地方消費税額 金 円）

（契約保証金）

第２条 この契約に係る契約保証金は、免除とする。

（乙の受領額）

第３条 第１条の規定により支払う処理費用は、既に、乙が丙から処理費用を受領してい

る場合の受領額を上回らないものとする。

（乙から丙への支払い）

第４条 乙は、第１条の規定により甲から支払われた費用を、甲から受領した日から起算

して15日以内に丙に支払わなければならない。ただし、乙が丙から処理費用を受領して

ない場合は、この限りでない。

（延滞金）

第５条 乙は、前条に規定する期日までに甲から支払われた処理費用を丙に支払わない場

合は、同条に規定する期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、甲から支払われた処

理費用の額に年利率3.0％の割合で計算した延滞金を丙に支払わなければならない。

（丙の負担額）

第６条 第１条に規定する処理費用のうち、環境省の災害等廃棄物処理事業費補助金の対

象とならない費用については、次の各号に定める額の合計額を丙が甲に支払うものとす

る。
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⑴ 火災保険等で補填される費用については、全額

⑵ 火災保険等で補填されない費用については、当該費用の20％の額

（その他）

第７条 この契約に定めのない事項については糸魚川市財務規則（平成17年糸魚川市規則

第49号）によるものとし、それ以外については、甲、乙、丙協議して定めるものとする。

この契約締結の証として本書３通を作成し、甲、乙、丙記名押印のうえ、それぞれの１

通を保有する。

平成29年 月 日

甲 糸魚川市

代表者 糸魚川市長 米 田 徹

乙 糸魚川市

丙 糸魚川市
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資料８ 仮置場設置・撤去業務委託仕様書
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糸魚川市駅北大火 災害廃棄物仮置き場

設置・撤去業務仕様書

平成 29 年１月

糸 魚 川 市
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１ 業務概要

本業務は、糸魚川市駅北大火に係る災害廃棄物仮置き場の設置及び撤去を目的とす

る。

本施設の概要及び目的は、昨年 12 月に発生した市街地大火災で、生活環境衛生上、

臭気及び害獣等の発生も懸念され、また、長期間市街地に焼跡を曝すことは、住民の

復興の意欲に陰りが生じ、意欲の減退を招くため、全焼・半焼にかかわらず、人の目

が届かない暗い区域が長期間放置されることで、再度の事故も考えられることから、

早急に災害廃棄物を仮置き場へ搬出できるものとする。

本施設の持つべき機能は、仮置き保管・展開分別・種別保管設備の機能を持たせ、

搬出入が円滑に行えるように配慮し、本施設内においては、車両・重機械が自由に動

けるよう計画するものとする。

２ 業務の名称

糸魚川市駅北大火災害廃棄物仮置き場設置・撤去業務委託

３ 履行期間

仮置き場設置 平成29年１月16日から平成29年１月31日まで

使用期間（搬入・分別・搬出） 平成 29 年２月１日から平成 29 年３月 20 日まで

仮置き場撤去 平成29年３月21日から平成29年３月31日まで

４ 履行場所

新潟県糸魚川市 南寺島 地内

５ 業務主要項目

排水工 ベンチフリューム300 Ｌ＝175ｍ

大型土嚢堰堤 トンパック Ｎ＝224個（砂詰・設置撤去含む）

半割VP管 φ300 Ｌ＝184ｍ

仮囲い 万能塀H＝2.0ｍ Ｌ＝445ｍ

敷き鉄板 ｔ＝9ｍｍ Ａ＝6,273㎡（敷き均し砂含む）

沈砂池 遮水シート張 Ｖ=10ｔ

濁水処理器運転 MAX900ｔ/日（凝集沈殿＋pH調整）

６ 設備の保持すべき機能

本施設の機能は搬入受入れ、分別作業及び分類保管機能である。

被災地から搬入される廃棄物を速やかに搬入仮置きできる機能を有し、本施設内は

鉄板敷設面であり、受入れ選別ヤードと選別後の種別仮置き搬出ヤード、搬出入用通
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路を確保するものとする。

また、搬出入に関しては一方通行とし、車両事故の防止に努めるものとする。

７ 路面保護

現状の施設は河川敷内の舗装面であり、当該舗装は表層４㎝密粒度アスコンと下層

路盤 15 ㎝の歩道舗装であることから、保護する目的で、敷砂及び鉄板を敷設するも

のとする。

本施設内の全面を敷設することから、受入れ選別ヤード及び種別仮置き搬出ヤード

は、大型機械及び大型トラックの搬出入を伴うため、常に鉄板のズレや不等沈下等の

点検を行い、安全を確保するものとする。

８ 土堰堤

半割 VP 管を南部上流側及び東側堤防沿いに設置し、大型土嚢に砂を詰め、堰堤代

わりに南部上流側・西側河川沿い及び北部下流側を閉塞するものとする。

外部からの水の侵入と、内部水の漏出を防ぐことを目的し、降雨時には常に見回り

を行い、漏水の防止に努めるものとする。

９ 防風柵

当該河川敷は季節風の通り道であり、川筋に沿って吹上・吹下ろしの風は、風速

30ｍ/sec 超えることが頻繁にあることから、粉じん対策は散水等で行うとともに、

廃棄物の飛散や粉じんの拡散及び関係者以外の立ち入りを防ぐため、万能塀を設置す

るものとする。

また、風等による崩壊の無いよう打ち込み支柱等を用いて、強固な固定を行うもの

とする。

10 排水設備

排水設備は、西及び北側の舗装終了部分に設備する。本施設内部の表流水は汚染し

ている可能性があることから、ベンチフリュームを使用し、通水する水は地盤浸透を

防ぐとともに、沈砂池へ導く構造とするものとする。

簡易に設置及び撤去が可能な設備とするため、掘削後直置きし、掘削残土は、大型

土嚢の下部に置くことで、漏水対策とすることから、常に点検を行い、傾きや漏水に

注視するものとする。

11 沈砂池

沈砂池は B×H×L を 2.0×1.0×5.0=10.0 ㎥を基準とし、素掘りの地山に、遮水シ

ート（ｔ＝1.5mm）を張り付け、天端部分は土嚢等で、ズレ留を行うものとする。
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下流側には、越流形式の流出部を設け、上水のみを濁水処理設備へ導くものとする。

12 濁水処理設備

濁水処理は、凝集沈殿及び pH 調整を行える施設として、900ｔ/日が処理可能な設

備を配置するものとする。

管理項目は SS・pH とし、SS＝25 ㎎/L 以下、pH＝5.8～8.6 程度とするものとする。

選別業務の着手前・終了時の２回の計測を行うとともに、異常時には監督員と協議

の上検討を行うものとする。

13 撤去

施設のすべては、仮設物であることから、速やかな撤去を行うものとする。

14 電源

本業務に必要な電源については、受注者において完備するものとする。

15 その他

上記以外の本業務に必要な設備については、発注者と協議の上、受注者において完

備するものとする。
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資料９ 仮置場積替・保管・選別業務

委託仕様書
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糸魚川市駅北大火 災害廃棄物仮置き場

積替・保管・選別業務仕様書

平成 29 年１月

糸 魚 川 市
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１ 業務概要

本業務は、糸魚川市駅北大火に係る災害廃棄物仮置き場において搬入される廃棄物

を積替及び保管並びに選別を目的とする。

本施設の概要及び目的は、昨年 12 月に発生した市街地大火災で、生活環境衛生上、

臭気及び害獣等の発生も懸念され、また、長期間市街地に焼跡を曝すことは、住民の

復興の意欲に陰りが生じ、意欲の減退を招くため、全焼・半焼にかかわらず、人の目

が届かない暗い区域が長期間放置されることで、再度の事故も考えられることから、

早急に災害廃棄物を仮置き場へ搬出するものとする。

本施設の持つべき機能は、仮置き保管・展開選別・種別保管設備の機能を持たせ、

搬出入が円滑に行えるように配慮し、本施設内においては、車両・重機械が自由に動

けるよう計画するものとする。

２ 業務名称

糸魚川市駅北大火災害廃棄物仮置き場積替・保管・選別業務委託

３ 履行期間

平成 29 年２月１日から平成 29 年３月 31日まで

４ 履行場所

新潟県糸魚川市 南寺島 地内

５ 業務内容

⑴ 廃棄物の種類等

ア 種類：がれき（燃え殻）

イ 性状：瓦、コンクリートくず、木くず、金属くず、プラスチックくず及び土砂

等

⑵ 廃棄物予定数量

約 2,000ｔ ※状況により増減あり

⑶ 廃棄物積替・保管・選別 

ア 被災地からの車両であることを確認するものとする。

イ 使用する機械等については、周辺環境に考慮した低騒音・低振動・排ガス対

策型を採用するものとする。

ウ 一次選別として、スケルトンバケット等によりふるい分けるとともに、人力

選別を行い、50㎝以下の混合残渣物・木くず・コンクリートがら・金属類、家

電類・可燃物等に分類を行うものとする。

エ 選別後の廃棄物は、搬出先毎に区分けするとともに、必要に応じてシート等
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の覆いを被せて保管し、仮置きするものとする。

オ 選別後の廃棄物は、発注者の指定業者が搬出するものとし、一定量の集積と

なった場合には、発注者へ連絡するものとする。

カ 場外搬出する車両への積込みを行うものとする。

⑷ 災害廃棄物仮置き場の仕様及び管理 

ア 主要設備

ａ 排水工 PU300 半割管 Ｌ＝180ｍ

ｂ 大型土嚢堰堤 トンパック Ｎ＝220 個（砂詰・設置撤去含む）

ｃ 仮囲い 万能塀 H＝2.0ｍ Ｌ＝380ｍ

ｄ 敷き鉄板 ｔ＝9ｍｍ Ａ＝6,600 ㎡（敷き均し砂含む）

ｅ 沈砂池 遮水シート張 Ｖ=10ｔ

ｆ 濁水処理器運転 MAX900ｔ/日（凝集沈殿＋pH調整）

イ 設備の保持すべき機能

本施設の機能は搬入受入れ、選別作業及び分類保管機能である。

被災地から搬入される廃棄物を速やかに搬入仮置きできる機能を有し、本施設

内は 6,600 ㎡の鉄板敷設面であり、受入れ選別ヤードと選別後の種別仮置き搬出

ヤード、搬出入用通路を確保するものとする。

また、搬出入に関しては一方通行とし、車両事故の防止に努めるものとする。

ウ 路面保護

現状の施設は河川敷内の舗装面であり、当該舗装は表層４㎝密粒度アスコンと

下層路盤 15 ㎝の歩道舗装であることから、保護する目的で、敷砂及び鉄板を全

面に敷設することから、受入れ選別ヤード及び種別仮置き搬出ヤードは、大型機

械及び大型トラックの搬出入を伴うため、常に鉄板のズレや不等沈下等の点検を

行い、安全を確保するものとする。

エ 土堰堤

大型土嚢に砂を詰め、堰堤代わりに南部の上流部・西側河川沿い及び北部下流

側を閉塞することで外部からの水の侵入と、内部水の漏出を防ぐことを目的とし

ていることから、降雨時には常に見回りを行い、漏水の防止に努めるものとする。

オ 防風柵

当該河川敷は季節風の通り道であり、川筋に沿って吹上・吹下ろしの風は、風

速 30ｍ/sec 超えることが頻繁にあることから、廃棄物の飛散や粉じんの拡散及

び関係者以外の立ち入りを防ぐことを目的としている他、粉じん対策は散水等で

行うものとする。

カ 排水設備

排水設備は、西及び北側の舗装終了部分に設備する。本施設内部の表流水は汚

染している可能性があることから、VUφ300 の半割管を使用し、通水する水は地
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盤浸透を防ぐとともに、沈砂池へ導く構造としている。

また、簡易に設置及び撤去が可能な設備としているため、大型土嚢の下部に置

くことで、漏水対策としていることから、常に点検を行い、傾きや漏水に注視す

るものとする。

キ 沈砂池

沈砂池は 10.0 ㎥とし、素掘りの地山に、遮水シート（ｔ＝1.5mm）を張り付け、

下流側には、越流形式の流出部を設け、上水のみを濁水処理設備へ導く構造とし

ている。

ク 濁水処理設備

濁水処理は、凝集沈殿及び pH 調整を行える施設として、900ｔ/日が処理可能

な設備を配置している。

管理項目は SS・pH とし、SS＝25 ㎎/L 以下、pH＝5.8～8.6 程度とするものと

する。

また、作業開始前・作業中・作業終了時の３回の設備点検を行うとともに、異

常時には遅滞なく発注者へ報告するものとし、異常時の判断・対応については、

発注者と協議することとする。

６ 業務管理

⑴ 本業務の工程及び出来高の管理のため、業務管理に係る責任者を選任するものと

する。

⑵ 業務管理に係る責任者は、作業日誌等（安全巡視日報）の記録図書を作成し、提

出するとともに、業務管理の徹底に努めるものとする。

７ 業務履行

本業務履行に際しては、以下の事項を遵守するものとする。

⑴ 労働災害の防止 

本業務履行中の危険防止対策を十分行い、また労務者への安全教育を徹底し、労

務災害の発生がないように努めるものとし、取り扱い物が廃棄物であることから充

分に留意した教育を行うものとする。

⑵ 現場管理 

資材置場、資材搬入路等は、発注者と十分協議し、周辺地域への支障が生じない

よう計画するとともに、整理整頓を励行し、火災・盗難等の事故防止に努めるもの

とする。

⑶ 敷地管理 

受注者は、本業務履行中、敷地内は誠意をもって管理するものとし、自然災害、

人為的な災害等に対して、万全な対策をもって管理するものとし、周辺住民への安
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全対策とともに、迷惑行為が起こらないように努めるものとする。

また、敷地周辺の交通量、交通規制、仮設配線等を十分考慮し、必要に応じて交

通整理員を配置し交通の危険防止に対処するものとする。

⑷ 資材置場、仮設現場事務所等 

受注者は、資材置場や仮設現場事務所等を必要とするときは、敷地内であれば発

注者の承認により設置するものとし、敷地外の場合は発注者と協議の上、設置する

ものとする。

また、仮設電源については、発注者で設置するが、電気使用料金については、受

注者の負担とするものとする。

なお、資材置場や仮設現場事務所内での保安等については、十分配慮して設置す

るものとする。

⑸ 復旧 

他の設備、既存物件、公道舗装等の損傷や汚染防止に努め、万が一損傷・汚染が

生じた場合は、受注者の負担で速やかに復旧するものとする。

８ その他

上記以外の本業務に必要な設備等については、発注者と協議の上、受注者において

完備するものとする。

また、本仕様書に定められていない事項については、発注者と受注者との間で協議

して定めるものとする。
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資料１０ 災害廃棄物最終処分業務委託仕様書
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・エコパークいずもざきの例

仕 様 書

１ 件名

糸魚川市駅北大火災害廃棄物最終処分業務委託

２ 業務概要

糸魚川市駅北大火により発生した災害廃棄物を適正処分するため、受注者が所有す

る最終処分場で埋立処分するもの。

３ 最終処分場所

エコパークいずもざき（三島郡出雲崎町地内）

４ 契約期間

契約締結日から平成 29年３月 31日まで

５ 業務内容

⑴ 廃棄物の種類等 

種類：燃え殻

性状：灰を含む分別後の残渣（瓦、コンクリートくず、木くず、金属くず、プラ

スチックくず及び土砂等）※一般廃棄物

長さ：最大長が概ね 50 ㎝以下

⑵ 処分予定数量 

約 2,000ｔ

⑶ 搬入予定回数 

約 250 回（台）

⑷ 搬入予定日 

受注者の営業日とする。発注者は週間予定表を作成して、事前に受注者へ提出す

るものとする。

１回（台）当たりの搬入量は、概ね８トン程度とする。

⑸ 搬入運搬車両

運搬車両は、発注者が別途契約する運搬事業者の車両を使用する。車体形状は、

脱着装置付コンテナ車とする。

⑹ 実績報告

廃棄物の重量は、受注者所有の設備を使用して計量記録すること。

毎月、月末締めの搬入量等を報告すること。
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⑺ その他

本業務に必要な消耗品費、設備の維持経費は、受注者の負担とすること。

本業務の処理単価は、原則変更しないものとするが、市場に著しい変動があった

場合は、発注者と受注者で協議の上、変更できるものとする。

６ 提出書類

提出書類は、次のとおりとする。

№ 提出書類 提出期限

１ 実績報告兼請求書、計量票 毎月５日

２ その他発注者が指示する書類 －

７ 事故報告の義務

受注者は、本業務を遂行する上で事故等の発生により、契約の履行に支障を生じ、

又は生じると認められるときは、速やかに事由を付して発注者に報告すること。

８ 損害の経費負担

受注者は、受注者の責に帰する理由により業務上発生した損害（第三者に及ぼした

損害を含む。）について、その賠償をするために必要な経費を負担するものとする。

ただし、その損害が発注者の責に帰する理由による場合においては、この限りではな

い。

本業務上の作業従事者の事故については、受注者の責任において解決すること。

９ 委託料の支払い

発注者は、毎月の業務履行後、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、処分

量に応じた金額を受注者に支払う。

10 その他

⑴ 本業務の遂行に当たり、廃棄物処理法等の関係法令を遵守すること。 

⑵ 本仕様書に記載のない事項は、発注者と受注者で調整又は協議を行うこととする。 
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資料１１ 災害廃棄物処理業務委託仕様書
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・金属くずの例

災害廃棄物（金属くず）処理業務仕様書

１ 目的

糸魚川市駅北大火で発生した災害廃棄物（金属くず）を適正かつ迅速に処理及び処分

することを目的とする。

２ 委託業務名

災害廃棄物（金属くず）処理業務委託

３ 業務内容

糸魚川市駅北大火により発生した災害廃棄物のうち金属くずについて、中間処理を

行い、再生業者へ引渡し、再資源化する。

４ 委託期間

平成 29 年１月６日から平成 29年３月 31日まで

５ 処理見込み量

災害廃棄物（金属くず） 800,000kg

６ 業務の実施

(1) 災害廃棄物(金属くず)は、受注者の指定する場所へ搬入するものとし、数量の確認

については、受注者の計量機を用いて行うものとする。なお、計量は正確に行うこと。

(2) 収集した災害廃棄物（金属くず）から異物を除去すること。選別後に発生した残渣

の処理については、市が設置する仮置き場へ運搬すること。

(3) 選別前及び選別後は、火災、悪臭、盗難、異物混入等が発生しないよう対策を講じ

て、厳重に取り扱うこと。

(4) 選別後の金属くずは、任意の再生業者へ引渡し、再資源化すること。

(5) 再生業者への引渡しにあたり、鉄くずの性状により売却代金が発生する場合は、売却

する数量、価格などを記載し実績を報告すること。

(6) (5)の実績報告に基づき、市が別に発行する納入通知書により売払金額を納入期限ま

でに納付すること。

(7) 受注者は、本業務の開始に先立ち、金属くずの引渡し先を記載した業務計画書を提出

すること。
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７ 成果の報告及び提出書類

委託業務を実施した成果を月毎に集計し、速やかに提出すること。

８ 法令等の遵守義務

本業務を行うにあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律 137

号）その他関係法令の規定を遵守するほか、市の指示に従うものとする。

９ 委託料の支払い

委託料は、契約単価に業務の数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加

えた額とし、毎月、業務履行後、適法な請求書を受理した日から 30日以内に支払う。
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資料１２ 災害廃棄物関連契約一覧
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表 5 災害廃棄物関連契約一覧

区分 番号 委託業務名 受託者 委託の形態 委託期間

1 災害廃棄物分析 （一財）上越環境科学センター 請負契約 H29.1.31

2 災害廃棄物（アスベスト）分析 （一財）上越環境科学センター 請負契約 H29.1.31

3 災害廃棄物（汚泥）分析１ （一財）上越環境科学センター 請負契約 H29.1.31

4 災害廃棄物（汚泥）分析２ （一財）上越環境科学センター 請負契約 H29.3.31

1 災害廃棄物（汚泥）収集運搬 民間企業 請負契約 H29.1.27

4 木くず運搬 民間企業 単価契約 H29.3.31

5 可燃物運搬 民間企業 単価契約 H29.3.31

6 金属くず運搬 民間企業 単価契約 H29.3.31

7 コンクリートがら運搬 民間企業 単価契約 H29.3.31

8 燃え殻運搬（エコパーク） 民間企業 単価契約 H29.3.31

9 燃え殻運搬 民間企業 単価契約 H30.3.31

1 仮置場設置・撤去 民間企業 請負契約 H29.4.28

2 仮置場積替・保管・選別 新潟県建設業協会 糸魚川支部 単価契約 H29.4.28

1 最終処分（エコパーク） （公財）新潟県環境保全事業団 単価契約 H29.3.31

2 最終処分その２ 民間企業 単価契約 H30.3.31

3 木くず処理 民間企業 単価契約 H30.3.31

4 木くず処理 民間企業 単価契約 H29.3.31

7 処理困難物処理 民間企業 単価契約 H30.3.31

8 家電製品（４品目処理） 民間企業 単価契約 H30.3.31

民間企業 H30.3.31単価契約

民間企業 単価契約 H30.3.31

収集運搬 糸魚川市建設業協会 単価契約 H30.3.31

3 木くず運搬 民間企業 単価契約 H30.3.31

分
析

仮
置
場

収
集
運
搬

最
終
処
分
・
再
資
源
化

2

5 金属くず処理

6 コンクリート処理
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資料１３ 災害廃棄物処理実績



106

表 6 災害廃棄物処理実績
単位：t

種類 ｺﾝｸﾘｰﾄがら 燃え殻 金属くず 木くず 可燃物 合計

H28.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60

H29.1 0.00 0.00 442.17 308.86 35.73 786.76
H29.2 796.99 1,867.58 168.85 86.59 28.89 2,948.90
H29.3 610.94 5,257.48 171.40 55.83 10.19 6,105.84
H29.4 1,163.88 517.32 15.53 0.00 0.54 1,697.27
H29.5 0.00 5.16 0.00 7.27 0.00 12.43
H29.6 946.70 102.99 13.58 6.72 1.11 1,071.10
H29.7 1,398.01 219.04 3.81 0.00 0.05 1,620.91
H29.8 3,867.34 3.41 12.51 1.95 0.00 3,885.21
H29.9 2,153.74 23.70 13.23 0.34 0.00 2,191.01
H29.10 6.36 0.00 0.24 0.00 0.00 6.60
H29.11 234.59 0.00 0.70 0.00 0.00 235.29
合計 11,178.55 7,996.68 842.02 467.56 77.09 20,561.90
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資料１４ 被災家屋等のがれき処理申込書

兼同意書について（ご案内）
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被災家屋等のがれき処理申込書 兼 同意書

平成 年 月 日

糸魚川市長 米田 徹 様

申込者欄

申 込 者

確 認 欄

□私は、当該建物の所有者です

□私は、当該建物の所有者ではありません

本申請に関する内容について、所有者及び関係者に対して、

内容の説明及びその後生じた紛争の対応についてその責任を

負う事を同意の上、申請します。

（所有者との関係 親・子・親戚・その他（ ））

申 込 者

住 所

ふりがな

申込者氏名

申込者連絡先

電話番号
－ －

糸魚川市駅北大火により被災した下記の建物等について、裏面の同意事項に

同意の上、糸魚川市によるがれき処理を申し込みます。

なお、建物等についての権利関係等について、権利者に対しては、当該がれ

き処理について説明を行った上、同意を得ることを申し添えます。

被災建物の内容欄

１
家屋のある場所

大町 丁目 番 号

本町 番 号

所有者氏名

２
家屋のある場所

大町 丁目 番 号

本町 番 号

所有者氏名

３
家屋のある場所

大町 丁目 番 号

本町 番 号

所有者氏名
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被災家屋等のがれき処理に係る同意事項

がれき処理を糸魚川市が実施するに当たり、下記の事項について同意します。

記

□ がれき処理に要した費用の内、20 パーセントを上限とした負担金を支払い

ます。

□ 糸魚川市が当該家屋のがれきの処理を行うに当たって、立会いをします。

なお、立会いしなかった事によるトラブル等には、家屋所有者の責任におい

て、対応します。

□ がれきの一体処理をするため、周りの建物のがれき撤去時に、作業車両及

び作業員等が敷地内へ立ち入ることを了承します。

□ 土地所有者・借家人をはじめ当該家屋の関係者と事後の紛争があった場合

は、家屋所有者の責任において、対応します。

□ 糸魚川市が当該がれき処理のため、当該家屋に係る固定資産税の評価及び

賦課に関する情報について、必要な範囲で閲覧をすることを了承します。

上記５項目について説明を受け、同意の上申し込みます。

氏名（自署） 印

処 理 欄 （以下は記入しないでください。）

事務局添付書類 □位置図 □家屋図 □ 

延床面積 ㎡ 構造 負担金額 円

作業通知 納入通知 入金

保存年限 10 年 文書番号 － － 開示区分 一部開示（条例第 7 条第 2 項イ）

市長 副市長 部長 課長 課長補佐 係長 係
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被災家屋等のがれき（建物基礎）処理申込書 兼 同意書

平成 年 月 日

糸魚川市長 米田 徹 様

申込者欄

申 込 者

確 認 欄

□私は、当該建物の所有者です

□私は、当該建物の所有者ではありません

本申請に関する内容について、所有者及び関係者に対して、

内容の説明及びその後生じた紛争の対応についてその責任を

負う事を同意の上、申請します。

（所有者との関係 親・子・親戚・その他（ ））

申込者住所

申込者氏名

申込者連絡先

電話番号
－ －

がれき（建物基礎）処理時の

立会いの希望
希望します ・ 希望しません

糸魚川市駅北大火により被災した下記の建物等について、裏面の同意事項に

同意の上、糸魚川市によるがれき（建物基礎）処理を申し込みます。

被災建物の内容欄

１

被災家屋の場所
大町 丁目 番 号

本町 番 号

所有者氏名

２

被災家屋の場所
大町 丁目 番 号

本町 番 号

所有者氏名

３

被災家屋の場所
大町 丁目 番 号

本町 番 号

所有者氏名
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被災家屋等のがれき（建物基礎）処理に係る同意事項

がれき処理を糸魚川市が実施するに当たり、下記の事項について同意します。

記

□ がれきの一体処理をするため、周りのがれき（建物基礎）処理時に、作業

車両及び作業員等が敷地内へ立ち入ることを了承します。

□ がれきの処理にあたり、周りの建物基礎から発生するがれきも含め、敷地

内に仮置きすることを了承します。

□ 敷地内及び構造物に道路側溝の機能がある場合は、道路側溝の機能を残し

撤去することを了承します。

□ がれき（建物基礎）処理により、浄化槽、地下室などの地下構造物の一部

が撤去される場合があることを了承します。

□ がれき（建物基礎）処理では、敷地の造成は行わないことを了承します。

上記５項目について、同意の上申し込みます。

氏名（自署） 印

処 理 欄 （以下は記入しないでください。）

保存年限 10 年 文書番号 － － 開示区分 一部開示（条例第 7 条第 2 項イ）

市長 副市長 部長 課長 課長補佐 係長 係
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資料１５ 河川敷の土地利用の許認可に係る資料
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(1)許可書
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(2)申請書
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資料１６ 新潟県糸魚川市の強風被害に係る

災害等廃棄物処理事業の取扱いについて
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資料１７ 災害等廃棄物処理事業の報告について
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環 第 ４６５ 号

平成２９年１１月２２日

環境大臣 殿

糸魚川市長 米 田 徹

災害等廃棄物処理事業の報告について

標記のことについて、平成 28 年 12 月 22 日の糸魚川市駅北大火により下記のとおり被害

を受けたので、報告します。

記

１．災害等の概況

平成２８年１２月２２日に発生した糸魚川市駅北大火で焼損した一帯は、市街地中心

部の糸魚川駅から北側に位置しており、主に昭和初期に建造された雁木造の商店街や木

造住宅の密集地域であったことに加えて、冬場としては珍しいフェーン現象による乾燥

した南からの強風にあおられ、火元から約３００メートル離れた日本海沿岸までの約４

０，０００㎡を焼失した大規模火災となり、被害建築物も 147 棟にのぼり甚大な被害が

発生した。

２．全般的被害状況

市町村名

人的被害 住家の被害

備考
死者

行方

不明
負傷者 全焼 半焼 部分焼

糸魚川市
人

0

人

0

人

17

戸

120

戸

5

戸

22

３．事業主体 糸魚川市

４．事業区分 ごみ処理

５．事業費見込額

６．事業費算出内訳（別紙のとおり）

７．添付資料

(1) 気象データ

(2) 行政区域図等

(3) 被災写真

(4) 災害廃棄物処理フロー

(5) 事業費算出内訳の根拠資料
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資料１８ 糸魚川市駅北大火における廃棄物

処理について 都市清掃 338 号
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資料１９ 災害時における応急対策に関する

応援協定 糸魚川市建設業協会
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